
社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱

第１ 趣旨

知事は、社会福祉の増進を図るため、社会福祉施設等の整備を行う市町及び社会

福祉法人等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付

に関しては、静岡県補助金等交付規則(昭和31年静岡県規則第47号)及びこの要綱の

定めるところによる。

第２ 定義

(1) この要綱において「社会福祉施設等」とは、別表１に掲げる施設をいう。

(2) この要綱において「施設整備」とは、別表２の左欄に掲げる整備区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に掲げる整備内容を行うことをいう。

第３ 補助の対象及び補助額

(1) 補助の対象

別表３の第１欄に定める施設の種類ごとに、同表の第２欄に定める設置根拠等

により同表の第３欄に定める設置者が設置する施設に係る施設整備事業に要する

経費とする。ただし、施設整備費にあっては、次に掲げる経費を除く。

ア 土地の買収又は整地に要する経費

イ 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより、効率

的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する経費

（ただし、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱（平成17年10月５日

付け厚生労働省発社援第1005003号）による施設整備は除く。）

ウ 職員の宿舎に要する経費

エ 防犯対策強化に係る整備における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要

する費用

オ その他施設整備費として適当と認められない経費

(2) 補助額

補助額は、次により算出する。

なお、前年度以前から県費補助を受けている施設整備事業（継続事業）につい

ては、県費補助を受けた初年度の交付要綱に定める算定方法及び単価を適用する。

ただし、事業ごとに算出された補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、

これを切り捨てるものとする。

ア 創設、増築、増改築、改築、拡張、老朽民間社会福祉施設整備及び避難スペース整

備（ただし、ウに掲げる施設を除く。）については、次により算出された額を補助額と



する。

(ア) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表４の第４欄及び別表10の第５

欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄附金その他の収

入額(社会福祉法人等（営利法人を除く。）の場合は、寄付金収入額を除く。

以下同じ。）を控除した額とを比較していずれか少ない方の額を選定する。

(イ) 別表３の第１欄に定める施設の種類ごとに、別表４の第１欄に定める区分

ごとに第２欄に定める種目ごとの第３欄及び別表10の第１欄に定める区分ご

とに第３欄に定める種目ごとの第４欄により算出した基準額の合計額

(ウ) (ア)により選定された額と、(イ)により算出した額とを比較して、いずれか少

ない方の額を選定する。

(エ) (ウ)により算定された額に、別表３の第４欄に定める補助率を乗じて得た額

の合計額の範囲内とする。ただし、別表11の第１欄に定める区分ごとに、第

２欄に定める対象施設の種類に掲げる場合には、「別表３の第４欄に定める

補助率」を「別表11の第３欄に定める補助率」と読み替えて適用する。

(オ) 保護施設等に地域交流スペースの整備を行うときは、地域交流スペースに

係る額を除いて(ア)から(エ)により算定した交付額に、次の a から c のうちいず

れか少ない額を加えたものを交付額とする。

a 地域交流スペースに係る総事業費から地域交流スペースに係る寄付金そ

の他の収入額を控除した額

b 地域交流スペースに係る対象経費の実支出額

c 地域交流スペースに係る基準額

(a) 防災拠点型以外の地域交流スペースの場合（(b)の場合を除く。）

30,500 千円（初度設備相当を併せて整備する場合は 32,130 千円）

(b) 防災拠点型以外の地域交流スペースの場合で、かつ、耐震化等整備又

は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

14 年法律第 92 号）第 12 条若しくは日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 16 年法律第 27

号）第 11 条に基づく津波避難対策緊急事業計画に掲げる整備を行う場合

42,580 千円（初度設備相当を併せて整備する場合は 44,210 千円）

(c) 防災拠点型地域交流スペースの場合（(d)の場合を除く。）41,400 千円

（初度設備相当を併せて整備する場合は 45,830 千円）

(d) 防災拠点型地域交流スペースの場合で、かつ、耐震化等整備又は南海

トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第 12 条若しく



は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関す

る特別措置法第 11条に基づく津波避難対策緊急事業計画に掲げる整備を

行う場合、58,760 千円（初度設備相当を併せて整備する場合は 63,190 千

円）

イ ア以外の事業（ただし、ウに掲げる施設を除く。）については、次により算出

された額を補助額とする。

別表５の第２欄に定める種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定

める対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額を別表５の第１欄に定

める区分ごとに合算した額と当該区分ごとの総事業費から寄附金その他の収入

額（社会福祉法人等の場合は、寄附金収入額を除く｡)を控除した額とを比較し

ていずれか少ない額に、別表３の第４欄に定める補助率を乗じて得た額の合計

額の範囲内とする。ただし、放課後児童クラブ及び病児保育施設の大規模改修

については、別表10の第３欄に定める種目ごとに、第４欄に定める基準額と第

５欄に定める対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額を第１欄の区

分の総事業費から寄附金その他の収入額（社会福祉法人等の場合は、寄附金収

入額を除く｡)を控除した額とを比較していずれか少ない額に、別表３の第４欄

に定める補助率を乗じて得た額の合計額の範囲内とする。なお、別表11の第１

欄に定める区分ごとに、第２欄に定める対象施設の種類に掲げる場合には、

「別表３の第４欄に定める補助率」を「別表11の第３欄に定める補助率」と読

み替えて適用する。

ウ 国の次世代育成支援対策施設整備交付金の対象となる助産施設、乳児院、母

子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童家庭支援センター、

里親支援センター、児童自立生活援助事業所、小規模住居型児童養育事業所、

社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等生活援助事業所、福祉型障害児入所

施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達

支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問

型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所及び障害児相談支援事業所の

施設整備については、次により算出された額を補助額とする。

(ア) 補助金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結す

る単位ごとに、別表７、別表８－１又は別表８－２で定める基準により算出

した合計基礎点数に1,000円を乗じた額を国庫交付基礎額とする。

(イ) (ア)により算出した国庫交付基礎額の施設ごとに、対象経費の実支出額と、

総事業費から寄附金その他の収入額（社会福祉法人の場合は、寄附金収入額



を除く。）を控除した額とを比較して少ない方の額に２分の１を乗じた額を算

出する。

(ウ) (ア)により算出した額の合計額と、(イ)により算出した額の合計額を比較して

少ない方の額に1.5を乗じた額の範囲内とする。

エ 障害児通所支援事業等と障害福祉サービス事業との多機能型事業所における

交付基礎点数又は補助基準額については、次により算出する。なお、対象経費

の実支出額及び総事業費の算出方法については、原則、①障害児通所支援事業

等を実施する部分、②障害福祉サービス事業を実施する部分を各々の床面積の

割合で按分する方法とする。ただし、この方法により対象経費を算出すること

が困難である等の事情がある場合には、この限りではないこととする。

(ア) 障害児通所支援事業所等にかかる部分について

a 本体工事費について

(a) 障害福祉サービス事業と障害児通所支援事業等の定員を合計した多機

能型事業所全体の定員の交付基礎点数を選定する。

(b) (a)で選定した交付基礎点数を多機能型事業所全体の定員で除し、障害

児通所支援事業等にかかる定員を乗じた額を本体工事にかかる交付基

礎点数とする。

b 障害福祉サービス事業においても加算される加算項目についてaと同様と

する。

c 障害福祉サービス事業のみ加算される加算項目については加算しない。

d 障害児相談支援を実施し、施設を整備する場合において、就労定着支援

及び自立生活援助並びに相談支援の全部又は一部を併せて実施する場合

には、国の次世代育成支援対策施設整備交付金における「障害児相談支

援整備加算」について、aと同様とする。

e 居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援の全部又は一部を実施し、

施設を整備する場合において、居宅介護を併せて実施する場合には、国

の次世代育成支援対策施設整備交付金における「居宅訪問型児童発達支

援、保育所等訪問支援整備加算」について、aと同様とする。

(イ) 障害福祉サービス事業にかかる部分について

a 本体工事費について

(a) 障害福祉サービス事業と障害児通所支援事業等の定員を合計した多機

能型事業所全体の定員の補助基準単価を選定する。

(b) (a)で選定した補助基準単価を多機能型事業所全体の定員で除し、障害



福祉サービス事業にかかる定員を乗じた額を本体工事にかかる補助基

準単価とする。

b 障害児通所支援事業等においても加算される加算項目についてaと同様と

する。

c 障害児通所支援事業等のみ加算される加算項目については加算しない。

d 就労定着支援及び自立生活援助並びに相談支援の全部又は一部を実施し、

施設を整備する場合において、障害児相談支援を併せて実施する場合に

は、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金における「就労定着支援、自

立生活援助、相談支援整備加算」について、aと同様とする。

e 居宅介護を実施し、施設を整備する場合において、居宅訪問型児童発達

支援及び保育所等訪問支援の全部又は一部を併せて実施する場合には、

社会福祉施設等施設整備費国庫補助金における「居宅介護整備加算」に

ついて、aと同様とする。

第４ 交付の申請

(1) 提出書類 各２部

ア 交付申請書(様式第１号)

イ 交付申請一覧表(様式第２号)

ウ 申請額算出内訳書(様式第３号、様式第４号)

エ 事業計画書(様式第５号）

オ 資金状況調べ(様式第６号)

カ 歳入歳出予算(見込)書の抄本

(2) 提出期限

別に定める日まで

第５ 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ知事の承認を受けなけれ

ばならないこと。

ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合で、次のいずれかに該当するとき。

(ア) 施行場所の変更

(イ) 建物の規模又は構造の変更(施設の機能を著しく変更しない軽微な変更を除

く｡)

(ウ) 建物等の用途の変更

(エ) 入所定員又は利用定員の変更



(オ) 事業量の10パーセントを超える変更

イ 補助事業に要する経費の配分の変更(当該事業費の額の20パーセント以下の

変更を除く｡)をしようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止（一部の中止、又は廃止を含む｡)しようとする

場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事

業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具（価格が単価30万円以上（た

だし、別表１(2)のうち社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条第３項第11号に

基づく隣保館、生活困窮者・ホームレス自立支援センター及び別表10に規定する

設置者が市町の補助事業については50万円以上とする｡)に限る｡)については、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第 255号）

第14条第１項第２号により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事

の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならないこと。

(4) 知事の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入及び補助金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入れ控除額があった場合には、その収入及び補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除額の全部又は一部を県に納付させる

ことがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後に

おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図

らなければならないこと。

(6) 補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした様式第17号によ

る社会福祉施設等施設(設備)整備費補助金調書を作成するとともに、事業に係る

歳入及び歳出について、証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を補助金の額

の確定の日（ただし、別表10に規定する補助事業については、事業完了の日とす

る。（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日））の

属する年度の終了後５年間保管しておかなければならないこと(設置者が市町の

場合に限る｡)。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万

円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了す

る日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政

令第 255号）第14条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間



（別表10に規定する補助事業については、静岡県補助金等交付規則第20条の規定

により、知事が別に定める期間）を経過する日のいずれか遅い日まで保管してお

かなければならない。

(7) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれら

の帳簿及び書類を補助金の額の確定の日（ただし、別表10に規定する補助事業に

ついては、事業完了の日とする。（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合

には、その承認を受けた日））の属する年度の終了後５年間保管しなければなら

ないこと(設置者が市町の場合を除く｡)。ただし、事業により取得し、又は効用

の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価

格が単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産

処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

（昭和30年政令第 255号）第14条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に

定める期間（別表10に規定する補助事業については、静岡県補助金等交付規則第

20条の規定により、知事が別に定める期間）を経過する日のいずれか遅い日まで

保管しておかなければならない。

(8) 地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係

者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対して

なされた指定寄付金を除く。

(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約にお

いても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾し

てはならないこと。

(10) 地方公共団体以外の者が補助事業を行うために締結する契約については、県が

行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。

(11) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等

寄付金配分金、又は、公益財団法人ＪＫＡ若しくは公益財団法人日本財団の補助

金の交付を受けてはならないこと。

(12) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合（仕入控除税額０円の場合を含

む。）は、様式第18号により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の

翌々年度６月30日までに知事に報告しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支

所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、

本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割



合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、知事に報告があった結果、補助金に係る仕入控除税額があることが確定

した場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を県に納付しなければならない。

(13) 補助事業者が(1)から(12)に付した条件に違反した場合には、この補助金の全

部又は一部を県に納付させることがある。

第６ 変更の承認申請

提出書類 各２部

ア 変更承認申請書(様式第７号)

イ 変更申請一覧表(様式第８号)

ウ 変更申請額算出内訳書(様式第９号、様式第10号)

エ 変更事業計画書(様式第５号)

オ 変更歳入歳出予算(見込)書の抄本

第７ 実績報告

(1) 提出書類 各２部

ア 実績報告書(様式第11号)

イ 精算額一覧表(様式第12号)

ウ 精算額内訳書(様式第13号、様式第14号）

エ 事業実績報告書(様式第15号）

オ 歳入歳出決算(見込)書の抄本

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日(第５の(1)のウにより補助事業の中

止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から30日以内)又

は翌年度の４月７日のいずれか早い日まで

第８ 請求の手続

(1) 提出書類 １部

請求書(様式第16号)

(2) 提出期限

補助金交付額確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第９ 概算払の請求手続

提出書類 各１部

ア 概算払請求書(様式第16号)

イ 資金状況調べ(様式第６号)



附 則

１ この改正は、昭和62年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、昭和63年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成元年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成２年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

３ 社会福祉施設等整備費補助金交付要綱（昭和52年1 月6 日付け社第 3 8 2号民生

部長通知）は廃止する。

附 則

１ この改正は、平成３年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成４年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成５年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成６年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定



及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成７年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成８年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成９年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成10年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成11年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成12年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成13年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成14年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。



附 則

１ この改正は、平成15年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成16年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成17年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成18年度分の補助金から適用する。ただし、平成18年度（平成17

年度からの繰越分）社会福祉施設等整備費（アスベスト除去及び耐震化整備等）国

庫補助金交付要綱に基づき厚生労働大臣が別に認めたものについては、従前の規定

により取り扱う。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成19年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成20年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成21年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成22年度分の補助金から適用する。



２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成23年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成24年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成25年度分の補助金から適用する。

なお、平成26年４月１日以降の平成25年度分の補助金に係る書類の提出先は健康福

祉部所管課とする。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成26年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成27年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成28年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、平成29年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則



１ この改正は、平成30年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

３ この改正前の社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱（以下「旧要綱」とい

う。）の規定により交付のあった補助金（旧要綱別表２、７及び９の児童養護施設

等における自立生活支援室（ステップルーム）の整備に係るものに限る。）につい

ては、なお従前の例による。

附 則

１ この改正は、令和元年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、令和元年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、令和２年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、令和３年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、令和４年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、令和５年度分の補助金から適用する。

２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

１ この改正は、令和６年度分の補助金から適用する。



２ この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定

及び様式により取り扱ったものとみなす。



別表１

社 会 福 祉 施 設 等 の 定 義

区 分

施 設 の 分 類

大 分 類 中 分 類 小 分 類

(1) 生活保護法（昭和25

年法律第 144号）第38

条に基づく保護施設

保護施設 救護施設

更生施設

授産施設

宿所提供施設

(2) 社会福祉法(昭和26年

法律第45号）第２条第２

項第７号に基づく授産施

設（(1)による授産施設

を除く。）、同法第２条第

３項第11号に基づく隣保

館及び生活困窮者・ホー

ムレス自立支援センター

（以下「社会事業授産施

設等」という｡)

社会事業授

産施設

隣保館

ホームレス

自立支援セ

ンター

(3) 障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援

するための法律（平成17

年法律第123号）（以下

「障害者総合支援法」と

いう。）第5条第1項に基

づく障害福祉サービス事

業(同条第６項に規定する

療養介護、同条第７項に

規定する生活介護、同条

第12項に規定する自立訓

練、同条第13項に規定す

る就労移行支援若しくは

同条第14項に規定する就

労継続支援に限る｡)を行

う施設(以下「障害福祉サ

ービス事業所」という｡)

並びに同条第11項に規定

する障害者支援施設

障害福祉サ

ービス事業

所

障害者支援

施設



(4)障害者総合支援法第 5

条第 2項に規定する居宅

介護、同条第 3項に規定

する重度訪問介護、同条

第 4項に規定する同行援

護、同条第 5 項に規定す

る行動援護（以下「居宅

介護」という。）、同条

第 8項に規定する短期入

所、同条第 15 項に規定

する就労定着支援、同条

第 16 項に規定する自立

生活援助、同条第 17 項

に規定する共同生活援助

及び同条第 18 項に規定

する相談支援を行う事業

所

居宅介護事

業所

重度訪問介

護事業所

同行援護事

業所

行動援護事

業所

（以下「居

宅介護事業

所」という

。）

短期入所事

業所

就労定着支

援事業所

自立生活援

助事業所

共同生活援

助事業所

相談支援事

業所

(5) 身体障害者福祉法

（昭和 24 年法律第 283

号）第 5 条第 1項に基づ

く身体障害者社会参加支

援施設(補装具製作施設

、盲導犬訓練施設及び視

聴覚障害者情報提供施設

に限る｡)

身体障害者

社会参加支

援施設

補装具製作施設

盲導犬訓練施設

視聴覚障害者情報

提供施設

点字図書館

聴覚障害者情報提供施設



(6) 児童福祉法（昭和22
年 法 律 第 164号）第７
条に基づく児童福祉施設
、第６条の２の２第２項
に規定する児童発達支援
、同条第３項に規定する
放課後等デイサービス、
同条の２第４項に規定す
る居宅訪問型児童発達支
援、同条第５項に規定す
る保育所等訪問支援、同
条第６項に規定する障害
児相談支援、第６条の３
第１項に基づく児童自立
生活援助事業を行う事業
所、同条第８項に基づく
小規模住居型児童養育事
業、同条第１６項に基づ
く社会的養護自立支援拠
点事業、同条第１８項に
基づく妊産婦等生活援助
事業を行う事業所、同条
第２項に基づく放課後児
童クラブ及び同条第１３
項に基づく病児保育施設

児童福祉施
設

居宅訪問型
児童発達支
援事業所
児童発達支
援事業所
放課後等デ
イサービス
事業所
保育所等訪
問支援事業
所
障害児相談
支援事業所
児童自立生
活援助事業
所
小規模住居
型児童養育
事業所
社会的養護
自立支援拠
点事業所
妊産婦等生
活援助事業
所
放課後児童
クラブ
病児保育施
設

助産施設

乳児院
母子生活支援施設
児童養護施設
児童心理治療施設
児童家庭支援セン
ター
里親支援センター

障害児入所施設

児童発達支援セン
ター

第一種助産施設
第二種助産施設

福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設

福祉型児童発達支援セ
ンター
医療型児童発達支援セ
ンター



(7) 障害者総合支援法第５

条第28項に基づく福祉ホ

ーム

福祉ホーム

(8) 困難な問題を抱える女

性への支援に関する法律

（令和４年法律第52号）

第12条第１項に基づく女

性自立支援施設

女性自立支

援施設

(9) 平成17年10月５日付け

社援発第1005010号厚生

労働省社会・援護局長通

知「社会福祉施設等にお

ける応急仮設施設整備の

国庫補助の取り扱いにつ

いて」又は平成18年10月

10 日 付 け 社 援 発 第

1010002号厚生労働省社

会・援護局長通知「地方

改善施設整備における国

庫補助金の算定方法等の

取扱いについて」に基づ

く応急仮設施設

応急仮設施

設

(10) 上記以外の施設であ

って、当該施設について

国が当該施設の設置及び

運営についての基準を定

めており、かつ、厚生労

働大臣が特に整備の必要

性を認めるもの

その他施設



別表２

施 設 整 備 の 定 義

整 備 区 分 整 備 内 容

創 設

増 築

増 改 築

改 築

拡 張

大規模修繕等

スプリンクラー

設備等整備

新たに施設を建設すること。

既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をすること。

既存施設の現在定員の増員を図るための増築とともに既存施設

の改築整備（一部改築を含む｡)をすること。

既存施設の改築整備（一部改築及び耐震化等整備を含む｡）をす

ること。

既存施設の現在定員の増員を行わないで施設の延べ面積の増加

を図る整備をすること。

既存施設について、「社会福祉施設等施設整備費における大規

模修繕等の取扱いについて（平成17年10月５日付け社援発第

1005006号厚生労働省社会・援護局長通知）」、「地方改善施設

整備における国庫補助金の算定方法等の取扱いについて（平成

18年10月10日付け社援発第1010002号厚生労働省社会・援護局長

通知）」、「子ども・子育て支援施設整備交付金に係る施設整

備の取扱いについて（令和５年８月22日付けこ成事第462号こど

も家庭庁成育局長通知）」、「次世代育成支援対策施設整備交

付金における大規模修繕等の取扱いについて（令和５年８月22

日付けこ成事第426号こども家庭庁成育局長通知）」又は「障害

者支援施設等における防犯対策等の強化に係る整備について

（平成28年11月18日付け社援発1118第３号厚生労働省社会・援

護局長通知）」により整備をすること。

「社会福祉施設等施設整備費におけるスプリンクラー設備等の

取扱いについて（平成17年10月５日付け社援発第1005007号厚生

労働省社会・援護局長通知）」、「地方改善施設整備における

国庫補助金の算定方法等の取扱いについて（平成19年３月28日

付け社援発第0328008号厚生労働省社会・援護局長通知）」又は

、「次世代育成支援対策施設整備交付金におけるスプリンクラ

ー設備等の取扱いについて（令和５年８月22日付けこ成事第422号

こども家庭庁成育局長通知）」により整備をすること。



整 備 区 分 整 備 内 容

老朽民間社会

福祉施設整備

老朽民間児童

福祉施設整備

応急仮設施設

整備

避難スペース

整備

防犯対策強化

に係る整備

ブロック塀等

整備

社会福祉法人が設置する施設について、「老朽民間社会福祉施

設の整備について（平成17年10月５日付け社援発第1005005号厚生労

働省社会・援護局長通知）」により改築整備をすること。

社会福祉法人が設置する施設について、「老朽民間児童福祉施

設等の整備について（令和５年８月22日付けこ成事第431号こ

ども家庭庁成育局長通知）」により改築整備（一部改築を含む

｡)をすること。

「社会福祉施設等における応急仮設施設整備の国庫補助の取扱

いについて（平成17年10月５日付け社援発第1005010号厚生労働

省社会・援護局長通知）」、「地方改善施設整備における国庫

補助金の算定方法等の取扱いについて（平成18年10月10日付け

社援発第1010002号厚生労働省社会・援護局長通知）」、「子ど

も・子育て支援施設整備交付金に係る施設整備の取扱いについ

て（令和５年８月22日付けこ成事第462号こども家庭庁成育局長

通知）」又は「次世代育成支援対策施設整備交付金における応

急仮設施設整備の国庫補助の取扱いについて（令和５年８月22

日付けこ成事第 4 2 8号こども家庭庁成育局長通知）」

により整備をすること。

「社会福祉施設等施設整備費における在宅障害者向け避難スペ

ース整備の取扱いについて（平成25年２月26日付け障発0226第

４号厚生労働省社会・援護局障害健福祉部長通知）」又は「次

世代育成支援対策施設整備交付金における在宅障害児向け避難

スペース整備の取扱いについて（令和５年８月22日付けこ成事

第427号こども家庭庁成育局長通知）」により避難スペース整

備をすること。

「障害者支援施設等における防犯対策等の強化に係る整備につ

いて（平成28年11月18日付け社援発1118第３号厚生労働省社会

・援護局長通知）」又は「児童福祉施設等における防犯対策強

化に係る整備について（令和５年８月22日付けこ成事第429号こ

ども家庭庁成育局長通知）」により整備をすること。

「地方改善施設整備における国庫補助金の算定方法等の取扱い

について（平成18年10月10日付け社援発第10100002号厚生労働

省社会・援護局長通知）」により整備すること。



別表３
補 助 の 対 象 及 び 補 助 率

１ 施設の種類 ２ 設置根拠等 ３ 設置者 ４ 補助率

(1) 保護施設

(2) 社会事業授産施設等
ア 社会事業授産施設

イ 隣保館

ウ 生活困窮者・ホー
ムレス自立支援セン
ター

(3) 障害福祉サービス事
業所等（増築、増改
築及び拡張（以下
「増築等」という。）
を除く）

ア 障害福祉サービス
事業所（療養介護を
除く。）

イ 障害福祉サービス
事業所（療養介護に
限る。）

生活保護法第41条

社会福祉法第２条第２項
第７号

隣保館の設置及び運営に
ついて（平成14年８月29
日付け厚生労働省発社援
第0829002号厚生労働事
務次官通知）

ホームレスの自立の支援
等に関する基本方針（平
成30年７月31日厚生労働
省・国土交通省告示第２
号）

障害者総合支援法第79条
第2項

障害者総合支援法第79条
第2項

社会福祉法人

社会福祉法人

市町(指定都市を
除く)

市町(指定都市を
除く)

障害者総合支援
法第79条第2項に
基づき事業を実
施する法人（社
会福祉法人、医
療法人、日本赤
十字社、公益社
団法人、一般社
団法人、公益財
団法人、一般財
団法人、NPO法人
又は営利法人等
。以下「社会福
祉法人等」とい
う。）

社会福祉法人等

４分の３

４分の３

４分の３

４分の３

４分の３

４分の３



ウ 障害者支援施設

(4) 居宅介護事業所、短

期入所事業所、就労

定着支援事業所、自

立生活援助事業所、

共同生活援助事業所

及び相談支援事業所

（創設、大規模修繕

等、応急仮設施設整

備で自己所有物件の

場合に限る。）

(5) 身体障害者社会参加
支援施設（増築等を
除く。）

(6) 児童福祉施設等
ア 児童福祉施設
（イ、ウの施設を除

く）（増築等を除
く。）

イ 助産施設、乳児院
、母子生活支援施
設、児童養護施設
、児童心理治療施
設、児童家庭支援
センター、里親支
援センター

障害者総合支援法第83条
第4項

障害者総合支援法第 79

条第 2項

身体障害者福祉法第28条
第3項

児童福祉法第35条第４項

児童福祉法第35条第４項
児童福祉法第44条の３第
１項（里親支援センター）

地方税法（昭和
25年法律第226
号）第348条第2
項第10の6号及
び第10の7号の
規定により固定
資産税を課され
ないこととされ
ている法人（社
会福祉法人、日
本赤十字社、公
益社団法人又は
公益財団法等。
医療法人を除く。）

社会福祉法人等

社会福祉法人

社会福祉法人、日
本赤十字社、公益
社団法人又は公益
財団法人

社会福祉法人、日
本赤十字社、公益
社団法人又は公益
財団法人

４分の３

４分の３

４分の３

４分の３

定額



ウ 児童発達支援セン
ター

エ 児童発達支援事業
所、放課後等デイ
サービス事業所、
居宅訪問型児童発
達支援事業所、保
育所等訪問支援事
業所及び障害児相
談支援事業所

オ 児童自立生活援助
事業所

カ 小規模住居型児童
養育事業所

キ 社会的養護自立支
援拠点事業所

ク 妊産婦等生活援助
事業所

児童福祉法第35条第４項

児童福祉法第34条の３第
２項

児童福祉法第６条の３第
１項

児童福祉法第６条の３第
８項

児童福祉法第６条の３第
16項

児童福祉法第６条の３第
18項

社会福祉法人等

社会福祉法人等

社会福祉法人、日
本赤十字社、公益
社団法人、公益財
団法人又は児童福
祉法第６条の３第
１項に基づき事業
を実施する県が認
めた法人

社会福祉法人、日
本赤十字社、公益
社団法人、公益財
団法人又は児童福
祉法第６条の３第
８項に基づき事業
を実施する県が認
めた法人

社会福祉法人、日
本赤十字社、公益
社団法人、公益財
団法人又は児童福
祉法第６条の３第
16項に基づき事業
を実施する県が認
めた法人

社会福祉法人、日
本赤十字社、公益
社団法人、公益財
団法人又は児童福
祉法第６条の３第
18項に基づき事業
を実施する県が認
めた法人

４分の３

４分の３

定額

定額

定額

定額



ケ 放課後児童クラブ 児童福祉法第６条の３第
２項

市町

社会福祉法人、学
校法人、公益社団
法人、公益財団法
人又は市町が認め
た者

３分の１
（６分の１

）
【12分の１

】
設置者が事
業に要する
経費の９分
の２（８分
の１）【16
分の１】の
範囲内で、
かつ市町が
補助するの
に要する経
費の３分の
１（６分の
１）【12分
の１】以内
（括弧内補
助率は「子
ども・子育
て支援施設
整備交付金
にかかる施
設整備の取
扱いについ
て（令和５
年８月22日
付けこ成事
第462号こ
ども家庭庁
成育局長通
知）」第１
の３に基づ
く整備を行
う場合に適
用）（【】
内補助率は
「子ども・
子育て支援
施設整備交
付金にかか
る施設整備
の取扱いに
ついて（令



コ 病児保育施設

(7) 福祉ホーム

(8) 女性自立支援施設

(9) 応急仮設施設
ア 児童厚生施設及

びイの施設を除
く社会福祉施設
等

イ 隣保館及び生活困
窮者・ホームレス
自立支援センター

児童福祉法第６条の３第
13項

障害者総合支援法第５条
第28項

困難な問題を抱える女性
への支援に関する法律第
12条第１項

社会福祉施設等における
応急仮設施設整備の国庫
補助の取扱いについて
(平成17年10月５日付け
社援発第1005010号厚生
労働省社会・援護局長通
知)

地方改善施設整備におけ
る国庫補助金の算定方法
等の取扱いについて（平
成19年３月28日付け社援
発第0328008号厚生労働
省社会・援護局長通知）

市町

社会福祉法人、学
校法人、公益社団
法人、公益財団法
人、日本赤十字社
又は市町が認めた
者

社会福祉法人等

社会福祉法人

本表中の施設の種
類ごとに定められ
ている設置者

本表中の施設の種
類ごとに定められ
ている設置者

和５年８月
22日付けこ
成事第462
号こども家
庭庁成育局
長通知）」
第１の４に
基づく整備
を行う場合
に適用）

３分の１

設置者が事
業に要する
経費の10分
の３の範囲
内で、かつ
市町が補助
するのに要
する経費の
３分の１以

内

４分の３

４分の３

４分の３

４分の３



(10) 上記以外の施設
であって、当該
施設について国
が当該施設の設
置及び運営につ
いての基準を定
めており、かつ
、厚生労働大臣
が特に整備の必
要性を認めるも
の

別途厚生労働大臣が定め
る基準等

市町(指定都市を
除く)、社会福祉
法人、日本赤十字
社、公益社団法人
又は公益財団法人

３分の２
から

４分の３
まで



別表４
算 定 基 準

（創設、増築、増改築、改築、拡張、老朽民間社会福祉施設整備及び避難スペー
ス整備）

１区分 ２種目 ３ 基 準 額 ４ 対 象 経 費

施 設
整備費

本 体
工事費

ア 定員１人当たり基準単価を適用する
場合
別表６に掲げる定員１人当たり基準
単価に定員を乗じて得た額を基準額
とする。

イ １施設当たり基準単価を適用する場
合
別表６に掲げる１施設当たり基準単
価（多機能型事業所を整備する場合
には、多機能型として一体的に行う
各事業の利用定員の合計に応じた基
準単価）を基準額とする。

ウ １世帯当たり基準単価を適用する場
合
別表６に掲げる１世帯当たり基準単
価に定員（世帯）を乗じて得た額を
基準額とする。

エ 一部改築及び既存施設を拡張する場
合
社会福祉施設等施設整備費における
一部改築及び拡張に係る国庫負担
(補助)金の算出方法の取扱いについ
て(平成17年10月５日付け社援発第
1005009号厚生労働省社会・援護局
長通知)又は、地方改善施設整備に
おける国庫補助金の算定方法等の取
扱いについて（平成18年10月10日付
け社援発第1010002号厚生労働省社
会・援護局長通知）により算出され
た額を基準額とする。

オ 都市部等において高層化して整備す
る場合であって、都市部における社
会福祉施設の整備の促進について
（平成17年10月５日付け社援発第
1005011号厚生労働省社会・援護局
長通知)に定める基準に適合する整
備を行うときは、上記に定める方法
により算定された額に対して0.08を
乗じて得た額を加算する。

施設整備（施設の整備と
一体的に整備するもので
あって、知事が必要と認
めた整備を含む｡)に必要
な工事費又は工事請負費
（この交付要綱の第３の
(１)アからオまでに定める
費用を除く｡)及び工事事
務費（工事施工のため直
接必要な事務に要する費
用であって、旅費、消耗
品費、通信運搬費、印刷
製本費及び設計監督料等
をいい、その額は工事費
又は工事請負費の2.6%に
相当する額を限度とする
（以下同じ｡)。
ただし、別の補助金若し
くはこの区分と別の区分
又はこの種目とは別の種
目において別途補助対象
とする費用を除き（以下
同じ｡)、工事費又は工事
請負費にはこれと同等と
認められる委託費、分担
金及び適当と認められる
購入費等を含む（以下同
じ｡)。



カ 離島振興法（昭和28年法律第72号）
第２条第１項の規定に基づき指定さ
れた離島振興対策実施地域に所在す
る場合は、上記に定める方法により
算定された額に対して0.08を乗じて
得た額を加算する。

介護用
リフト
等特殊
附帯工
事費

知事が必要と認めた施設及び額とする。 介護用リフト等の整備に
必要な工事費又は工事請
負費

授産施
設近代
化整備
工事費

知事が必要と認めた施設及び額とする。 授産施設近代化の整備に
必要な工事費又は工事請
負費

授産施
設等整
備工事
費

知事が必要と認めた施設及び額とする。 授産施設等の整備に必要
な工事費又は工事請負費

防犯対

策強化

に係る

整備

知事が必要と認めた施設及び額とする。 女性自立支援施設の防犯対

策強化に係る整備に必要な

工事費又は工事請負費及び

工事事務費

解体撤
去工事
費及び
仮設施
設整備
工事費

知事が必要と認めた施設及び額とする。 解体撤去に必要な工事費
又は工事請負費及び仮設
施設整備に必要な賃借料
工事費又は工事請負費



別表５
算 定 基 準

(別表４、別表７、別表８－1、別表８－２、別表10及び別表11に掲げる整備以外の事業)

１区分 ２種目 ３ 基 準 額 ４ 対 象 経 費

施 設
整備費

本 体
工事費

大規模修繕及びその他の特別な工
事費については、知事が必要と認
めた額とする。
なお、大規模修繕のうち、別表３

－１(4)の共同生活援助事業所につい
ては、１共同生活住居当たりの基準
額を30万円以上のものを対象とし、
上限額を1,000万円（ただし、エレベ
ーター等設置整備とその他の改修整
備を行う場合の上限は、1,200万円以
内、エレベーター等設置整備のみを
行う場合の上限は、200万円以内）と
する。

短期入所事業所については、30万
円以上のものを対象とし、上限額を
600万円（ただし、短期入所事業以外
の施設（以下、「本体施設」という)
の改修と一体的に改修工事を行う場
合は、本体施設の一部とみなして本
体施設に係る補助基準を適用）のも
のとする。

施設整備に必要な工事費又
は工事請負費（この交付要
綱の第３の(1)アからオまで
に定める費用を除く｡)及び
工事事務費（工事施工のた
め直接必要な事務に要する
費用であって、旅費、消耗
品費、通信運搬費、印刷製
本費及び設計監督料等をい
い、その額は工事費又は工
事請負費の 2.6％に相当す
る額を限度とする。以下同
じ｡)
ただし、別の補助金若しく
はこの区分と別の区分又は
この種目とは別の種目にお
いて別途補助対象とする費
用を除き（以下同じ｡)、工
事費又は工事請負費にはこ
れと同等と認められる委託
費、分担金及び適当と認め
られる購入費等を含む（以
下同じ｡)。

スプリンク
ラー設備等
工事費
(既存施設)

知事が必要と認めた施設及び額とす
る。

スプリンクラー設備等に必
要な工事費又は工事請負費

ブロック塀
等工事費

知事が必要と認めた施設及び額とす

る。

ブロック塀等整備に必要な

工事費又は工事請負費



別表６

本体工事費基準単価（定員１人（１施設又は１世帯）当たり） （単位：円）

定員１人（１施
設又は１世帯）
当たりの基準単

価

救護施設 都市部 9,360,000
標準 8,920,000

136,000
都市部 655,000
標準 624,000

更生施設 都市部 9,360,000
標準 8,920,000

136,000
都市部 655,000
標準 624,000
都市部 4,040,000
標準 3,840,000

136,000
都市部 3,214,000
標準 3,067,000

136,000
都市部 4,040,000
標準 3,840,000

136,000
日常生活支援住居施設 本体 都市部 3,214,000

標準 3,067,000
136,000

隣保館（１施設） 都市部 136,400,000
標準 130,000,000

2,267,000
都市部 30,267,000
標準 28,934,000

2,614,000
都市部 28,134,000
標準 26,800,000

1,090,000
通常型 都市部 136,400,000

標準 130,000,000
初度設備相当加算 2,267,000

都市部 738,000
標準 703,000

初度設備相当加算 67,000
小規模型 本体(１施設) （441㎡以内） 都市部 90,667,000

標準 86,400,000
2,040,000

都市部 738,000
標準 703,000

初度設備相当加算 67,000

施　　設　　の　　種　　類　　等

初度設備相当加算

初度設備相当加算

授産施設

初度設備相当加算

宿所提供施設

初度設備相当加算

社会事業授産施設

初度設備相当加算

初度設備相当加算

初度設備相当加算

初度設備相当加算

初度設備相当加算

初度設備相当加算

本体

個室整備加算

本体

個室整備加算

本体（132㎡以上661㎡以内）

隣保館デイサービス事業のための訓練室等
を整備する場合の加算額(146㎡以内）

隣保館デイサービス事業のうち給食部門を
整備する場合の加算額（135㎡以内）

生活困窮者・ホームレス
自立支援センター

本体(１施設)
(132㎡以上661㎡以内）

居住部門　＊定員1人当たり

居住部門　＊定員1人当たり



別表６

本体工事費基準単価（定員１人（１施設又は１世帯）当たり） （単位：円）

定員１人（１施
設又は１世帯）
当たりの基準単

価

施　　設　　の　　種　　類　　等

生活介護 都市部 86,400,000
自立訓練 標準 82,267,000
就労移行支援 都市部 174,000,000
就労継続支援 標準 165,867,000
（１施設） 都市部 290,800,000

標準 277,067,000
都市部 408,534,000
標準 389,200,000
都市部 526,400,000
標準 501,467,000
都市部 642,934,000
標準 612,400,000
都市部 761,067,000
標準 724,800,000
都市部 69,600,000
標準 66,267,000
都市部 140,400,000
標準 133,867,000
都市部 234,934,000
標準 223,867,000
都市部 331,200,000
標準 315,467,000
都市部 425,467,000
標準 405,200,000
都市部 521,600,000
標準 496,800,000
都市部 616,134,000
標準 586,800,000
都市部 66,534,000
標準 63,467,000
都市部 219,467,000
標準 209,067,000
都市部 18,000,000
標準 17,200,000
都市部 21,067,000
標準 20,000,000
都市部 14,800,000
標準 14,134,000
都市部 10,000,000
標準 9,520,000
都市部 57,867,000
標準 55,200,000

利用定員　  ２０人 以下

　　　　　　２１人　～ ４０人

　　　　　　４１人　～ ６０人

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　８１人　～ １００人

　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　１２１人　以上

利用定員　  ２０人 以下

　　　　　　２１人　～ ４０人

　　　　　　４１人　～ ６０人

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　８１人　～ １００人

　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　１２１人　以上

就労・訓練事業等整備加算

大規模生産設備等整備加算

短期入所整備加算

発達障害者支援センター整備加算

就労定着支援、自立生活援助、相談支援整
備加算

居宅介護整備加算

避難スペース整備加算

本体
（日中
活動部
分）

施設入
所支援
整備加
算及び
本体
（宿泊
型自立
訓練）



別表６

本体工事費基準単価（定員１人（１施設又は１世帯）当たり） （単位：円）

定員１人（１施
設又は１世帯）
当たりの基準単

価

施　　設　　の　　種　　類　　等

療養介護 都市部 157,200,000
（１施設） 標準 149,734,000

都市部 315,867,000
標準 300,800,000
都市部 526,400,000
標準 501,334,000
都市部 740,800,000
標準 705,600,000
都市部 953,467,000
標準 908,000,000
都市部 1,165,600,000
標準 1,110,134,000
都市部 1,378,134,000
標準 1,312,534,000
都市部 66,534,000
標準 63,467,000
都市部 219,467,000
標準 209,067,000
都市部 18,000,000
標準 17,200,000
都市部 21,067,000
標準 20,000,000
都市部 14,800,000
標準 14,134,000
都市部 10,000,000
標準 9,520,000
都市部 57,867,000
標準 55,200,000

共同生活援助 都市部 40,934,000
（１施設） 標準 39,067,000

都市部 18,000,000
標準 17,200,000
都市部 3,240,000
標準 3,094,000
都市部 14,800,000
標準 14,134,000
都市部 10,000,000
標準 9,520,000
都市部 57,867,000
標準 55,200,000
都市部 43,200,000
標準 41,200,000
都市部 21,867,000
標準 20,800,000
都市部 14,800,000
標準 14,134,000

利用定員　  ２０人 

　　　　　　２１人　～ ４０人

　　　　　　４１人　～ ６０人

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　８１人　～ １００人

　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　１２１人　以上

就労・訓練事業等整備加算

大規模生産設備等整備加算

短期入所整備加算

発達障害者支援センター整備加算

就労定着支援、自立生活援助、相談支援整
備加算

居宅介護整備加算

避難スペース整備加算

本体

定員４人～１０人

短期入所整備加算

エレベーター等設置整備加算

就労定着支援、自立生活援助、相談支援整
備加算

居宅介護整備加算

避難スペース整備加算

増築整備（既存施設の現在定員の増員）

短期入所（短期入所のみの整備の場合）（１施設）

就労定着支援、自立生活援助、相談支援（各事業のみの整備の場
合）

本体



別表６

本体工事費基準単価（定員１人（１施設又は１世帯）当たり） （単位：円）

定員１人（１施
設又は１世帯）
当たりの基準単

価

施　　設　　の　　種　　類　　等

都市部 10,000,000
標準 9,520,000
都市部 57,867,000
標準 55,200,000
都市部 21,867,000
標準 20,800,000
都市部 272,134,000
標準 259,200,000
都市部 74,667,000
標準 71,200,000
都市部 100,800,000
標準 96,000,000
都市部 12,827,000

救護施設 標準 12,214,000
都市部 12,827,000

更生施設 標準 12,214,000
（耐震化等整備を行う 都市部 231,467,000
場合（障害者支援施設 標準 220,400,000
の改築として行う場合 都市部 385,867,000
に限る。次項において 標準 367,600,000
同じ。）） 都市部 542,267,000
生活介護 標準 516,400,000
自立訓練 都市部 698,667,000
就労移行支援 標準 665,467,000
就労継続支援 都市部 853,467,000
（１施設） 標準 812,800,000

都市部 1,009,600,000
標準 961,600,000
都市部 186,667,000
標準 177,867,000
都市部 312,000,000
標準 297,200,000
都市部 439,200,000
標準 418,267,000
都市部 564,400,000
標準 537,600,000
都市部 692,134,000
標準 659,200,000
都市部 817,200,000
標準 778,267,000
都市部 88,400,000
標準 84,267,000
都市部 19,867,000
標準 18,934,000
都市部 27,600,000
標準 26,267,000

（耐震化等整備を行う場合）

（耐震化等整備を行う場合）

居宅介護（居宅介護のみの整備の場合）

避難スペース整備（避難スペースのみの整備の場合）

補装具製作施設（１施設）

盲導犬訓練施設（１施設）

点字図書館（１施設）

聴覚障害者情報提供施設（１施設）

利用定員　  ４０人 以下

　　　　　　４１人　～ ６０人

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　８１人　～ １００人

　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　１２１人　以上

利用定員　  ４０人 以下

　　　　　　４１人　～ ６０人

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　８１人　～ １００人

　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　１２１人　以上

就労・訓練事業等整備加算

短期入所整備加算

発達障害者支援センター整備加算

本体
（日中
活動部
分）

施設入
所支援
整備加
算



別表６

本体工事費基準単価（定員１人（１施設又は１世帯）当たり） （単位：円）

定員１人（１施
設又は１世帯）
当たりの基準単

価

施　　設　　の　　種　　類　　等

る特別措置法に基づく津波避難対策緊急事業計画に掲げる整備を行う
都市部 12,827,000

救護施設 標準 12,214,000

る特別措置法に基づく津波避難対策緊急事業計画に掲げる整備を行う
都市部 12,827,000

更生施設 標準 12,214,000

る特別措置法に基づく津波避難対策緊急事業計画に掲げる整備を行う
都市部 5,480,000

授産施設 標準 5,227,000

る特別措置法に基づく津波避難対策緊急事業計画に掲げる整備を行う
都市部 4,360,000

宿所提供施設 標準 4,160,000

る特別措置法に基づく津波避難対策緊急事業計画に掲げる整備を行う
都市部 5,480,000

社会事業授産施設 標準 5,227,000
（南海トラフ特別措置法 都市部 231,467,000
又は日本海溝・千島海溝 標準 220,400,000
地震特別措置法に基づく 都市部 385,734,000
整備を行う場合） 標準 367,467,000
生活介護 都市部 542,267,000
自立訓練 標準 516,400,000
就労移行支援 都市部 698,400,000
就労継続支援 標準 665,200,000
（１施設） 都市部 853,334,000

標準 812,800,000
都市部 1,009,334,000
標準 961,334,000

（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法又は
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関す

場合）

（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法又は
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関す

場合）

（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法又は
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関す

場合）

（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法又は
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関す

場合）

（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法又は
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関す

場合）

利用定員　  ４０人 以下

　　　　　　４１人　～ ６０人

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　８１人　～ １００人

　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　１２１人　以上

本体
（日中
活動部
分）



別表６

本体工事費基準単価（定員１人（１施設又は１世帯）当たり） （単位：円）

定員１人（１施
設又は１世帯）
当たりの基準単

価

施　　設　　の　　種　　類　　等

都市部 186,534,000
標準 177,734,000
都市部 311,867,000
標準 297,067,000
都市部 439,067,000
標準 418,134,000
都市部 564,400,000
標準 537,600,000
都市部 691,600,000
標準 658,800,000
都市部 816,934,000
標準 778,000,000
都市部 88,267,000
標準 84,000,000
都市部 19,867,000
標準 18,934,000
都市部 27,600,000
標準 26,267,000

（南海トラフ特別措置法 都市部 420,000,000
又は日本海溝・千島海溝 標準 400,000,000
地震特別措置法に基づく 都市部 700,534,000
整備を行う場合） 標準 667,200,000
療養介護 都市部 984,667,000
（１施設） 標準 937,867,000

都市部 1,267,334,000
標準 1,207,067,000
都市部 1,550,267,000
標準 1,476,400,000
都市部 1,832,400,000
標準 1,745,200,000
都市部 88,000,000
標準 83,867,000
都市部 24,000,000
標準 22,934,000
都市部 27,600,000
標準 26,267,000

（南海トラフ特別措置法
又は日本海溝・千島海溝
地震特別措置法に基づく
整備を行う場合）
共同生活援助 都市部 24,000,000
（１施設） 標準 22,934,000

利用定員　  ４０人 以下

　　　　　　４１人　～ ６０人

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　８１人　～ １００人

　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　１２１人　以上

就労・訓練事業等整備加算

短期入所整備加算

発達障害者支援センター整備加算

利用定員　  ４０人 以下

　　　　　　４１人　～ ６０人

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　８１人　～ １００人

　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　１２１人　以上

就労・訓練事業等整備加算

短期入所整備加算

発達障害者支援センター整備加算

本体 定員　　　　４人～１０人
都市部 54,934,000

標準 52,400,000

短期入所整備加算

施設入
所支援
整備加
算

本体



別表６

本体工事費基準単価（定員１人（１施設又は１世帯）当たり） （単位：円）

定員１人（１施
設又は１世帯）
当たりの基準単

価

施　　設　　の　　種　　類　　等

都市部 10,400,000
標準 9,920,000

152,000
都市部 727,000

救護施設 標準 694,000
都市部 96,000,000
標準 91,334,000
都市部 193,334,000
標準 184,267,000
都市部 323,200,000
標準 307,867,000
都市部 454,000,000
標準 432,400,000
都市部 584,934,000
標準 557,200,000
都市部 714,400,000
標準 680,400,000
都市部 845,600,000
標準 805,334,000

生活介護 都市部 77,334,000
自立訓練 標準 73,600,000
（１施設） 都市部 156,000,000

標準 148,667,000
都市部 261,067,000
標準 248,667,000
都市部 368,000,000
標準 350,534,000
都市部 472,667,000
標準 450,267,000
都市部 579,467,000
標準 552,000,000
都市部 684,667,000
標準 652,000,000

初度設備相当加算

個室整備加算

利用定員　  ２０人 以下

　　　　　　２１人　～ ４０人

　　　　　　４１人　～ ６０人

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　８１人　～ １００人

　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　１２１人　以上

利用定員　  ２０人 以下

　　　　　　２１人　～ ４０人

　　　　　　４１人　～ ６０人

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　８１人　～ １００人

　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　１２１人　以上

（地震対策緊急整備事業
計画のうち、同法別表第
１に掲げる社会福祉施設
（木造施設の改築として
行う場合）として行う場
合及び地震防災緊急事業
五箇年計画に基づいて実
施される事業のうち、同
法別表第１に掲げる社会
福祉施設（木造施設の改
築として行う場合）とし
て行う場合）

本体

（地震対策緊急整備事業
計画のうち、同法別表第
１に掲げる社会福祉施設
（木造施設の改築として
行う場合）として行う場
合及び地震防災緊急事業
五箇年計画に基づいて実
施される事業のうち、同
法別表第１に掲げる社会
福祉施設（木造施設の改
築として行う場合）とし
て行う場合）

本体
（日中
活動部
分）

施設入
所支援
整備加
算及び
本体
（宿泊
型自立
訓練）



別表６

本体工事費基準単価（定員１人（１施設又は１世帯）当たり） （単位：円）

定員１人（１施
設又は１世帯）
当たりの基準単

価

施　　設　　の　　種　　類　　等

都市部 74,000,000
標準 70,534,000
都市部 243,867,000
標準 232,267,000
都市部 20,000,000
標準 19,067,000
都市部 23,334,000
標準 22,267,000
都市部 16,534,000
標準 15,734,000
都市部 11,107,000
標準 10,587,000
都市部 64,267,000
標準 61,334,000

新規 14,254,000
救護施設 標準 13,574,000

都市部 257,200,000
標準 244,934,000
都市部 428,667,000
標準 408,400,000
都市部 602,534,000
標準 573,867,000
都市部 776,267,000
標準 739,334,000
都市部 948,267,000
標準 903,200,000
都市部 1,121,734,000
標準 1,068,400,000
都市部 207,334,000
標準 197,600,000
都市部 346,667,000
標準 330,134,000
都市部 488,000,000
標準 464,667,000

生活介護 都市部 627,067,000
自立訓練 標準 597,334,000
（１施設） 都市部 769,067,000

標準 732,534,000
都市部 908,000,000
標準 864,667,000
都市部 98,267,000
標準 93,600,000
都市部 22,000,000
標準 21,067,000
都市部 30,667,000
標準 29,200,000

就労・訓練事業等整備加算

大規模生産設備等整備加算

短期入所整備加算

発達障害者支援センター整備加算

就労定着支援、自立生活援助、相談支援整
備加算

居宅介護整備加算

避難スペース整備加算

（地震対策緊急整備事業計画のうち、同法別表第１に掲げる社会福
祉施設（木造施設の改築として行う場合）として耐震化等整備を行
う場合及び地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業
のうち、同法別表第１に掲げる社会福祉施設（木造施設の改築とし
て行う場合）として耐震化等整備を行う場合）

利用定員　  ４０人 以下

　　　　　　４１人　～ ６０人

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　８１人　～ １００人

　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　１２１人　以上

利用定員　  ４０人 以下

　　　　　　４１人　～ ６０人

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　８１人　～ １００人

　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　１２１人　以上

就労・訓練事業等整備加算

短期入所整備加算

発達障害者支援センター整備加算

（地震対策緊急整備事業
計画のうち、同法別表第
１に掲げる社会福祉施設
（木造の障害者支援施設
（この項及び次項におい
て同じ。）の改築として
行う場合）として耐震化
等整備を行う場合及び地
震防災緊急事業五箇年計
画に基づいて実施される
事業のうち、同法別表第
１に掲げる社会福祉施設
（木造施設の改築として
行う場合）として耐震化
等整備を行う場合）

本体
（日中
活動部
分）

施設入
所支援
整備加
算



別表６

本体工事費基準単価（定員１人（１施設又は１世帯）当たり） （単位：円）

定員１人（１施
設又は１世帯）
当たりの基準単

価

施　　設　　の　　種　　類　　等

女性自立支援施設 本体（１世帯） 10,495,000
初度設備加算（１世帯） 132,000
心理療法室整備加算（１施設） 41,371,000

地域交流スペース（１施設） 31,664,000
初度設備加算（１施設） 1,723,000

地域交流スペース（防災拠点型）（１施設） 42,211,000
初度設備加算（１施設） 4,500,000

余裕教室活用促進事業（１施設） 42,211,000
初度設備加算（１施設） 7,515,000

20,303,000

26,799,000

本体（１世帯） 13,852,000

初度設備加算（１世帯） 175,000

心理療法室整備加算（１施設） 54,608,000

（耐震化整備を行う場
合）
女性自立支援施設

本体（１世帯） 15,920,000

　３　個室整備の加算は、定員の３割以内を限度とする。

特殊付帯工事（津波避難対策緊急事業計画に基づ
く場合以外）（１施設）
特殊付帯工事（津波避難対策緊急事業計画に基づ
く場合）（１施設）

　５　女性自立支援施設における改築整備に係る初度設備加算は、補助基準額の２分の１以内で
　　　知事が必要と認めた額であること。

　６　女性自立支援施設で一時保護委託を受け入れるための整備をする場合には、当該本体及び
　　　初度設備加算（一世帯あたり）の補助基準額を適用する。

（南海トラフ地震に係る
地震防災対策の推進に関
する特別措置法（平成14
年法律第92号）第12条第
１項に規定する津波避難
対策緊急事業計画に基づ
いて実施される事業のう
ち、同項第４号に基づき
政令で定める施設及び日
本海溝・千島海溝周辺海
溝型地震に係る地震防災
対策の推進に関する特別
措置法（平成16年法律第
27号）第11条第１項に規
定する津波避難対策緊急
事業計画に基づいて実施
される事業のうち同項第
４号に基づき政令で定め
る施設として行う場合）
女性自立支援施設

  １　上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについ
　　　て（平成17年10月５日社援発第1005012号）」により、都市部特例割増加算後の単価であ
　　　ること。
　２　本体単価と各種加算、解体撤去費用及び仮設施設整備工事費の合計額を基準額とする。
　　　（本体単価について、宿泊型自立訓練のみを行う事業所は、「本体（宿泊型自立訓練）」
　　　、宿泊型自立訓練と併せて自立訓練等の日中活動を行う事業所は「本体（日中活動部分）
　　　＋本体（宿泊型自立訓練）」の単価とする。）

　４　短期入所の利用定員が２人以下の場合には、「短期入所整備加算」又は「短期入所（短
　　　期入所のみの整備の場合）」に２分の１を乗じた額を基準額とする。



別表７
算 定 基 準

（助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童家庭
支援センター、里親支援センター、児童自立生活援助事業所、小規模住居型児童養育事
業所、社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等生活援助事業所、福祉型障害児入所施
設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センタ
ー、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業
所、保育所等訪問支援事業所及び障害児相談支援事業所整備事業のうち創設、増築、増
改築、改築、拡張、老朽民間児童福祉施設整備及び避難スペース整備）

１区分 ２種目 ３ 基 準 ４ 対 象 経 費

施 設
整備費

本 体
工事費

ア 定員１人当たり交付基礎点数を適用
する場合
別表９に掲げる定員１人当たり交付
基礎点数に定員を乗じて得たものを
基準とする。

イ １施設当たり交付基礎点数を適用す
る場合
別表９に掲げる１施設当たり交付基
礎点数を基準とする。

ウ １世帯当たり交付基礎点数を適用す
る場合
別表９に掲げる１世帯当たり交付基
礎点数に定員（世帯）を乗じて得た
ものを基準とする。

エ １グループケア当たり交付基礎点数
を適用する場合
別表９に掲げる１グループケア当た
り交付基礎点数にグループケア数を
乗じて得たものを基準とする。

オ 一部改築及び既存施設を拡張する場
合
次世代育成支援対策施設整備交付金
における一部改築及び拡張に係る交
付金の算出方法の取扱いについて
（平成20年６月12日付け雇児発第
0612005号厚生労働省雇用均等・児
童家庭局長通知）により算出された
ものを基準とする。

カ 離島振興法（昭和28年法律第72号）
第２条第１項の規定に基づき指定さ
れた離島振興対策実施地域に所在す
る場合は、上記に定める方法により
算定されたものに対して0.08を乗じ
て得たものを加算する。

キ 地域に密着した独自の事業を実施す
るための場等を確保する整備であっ
て、平成20年６月12日雇児発第
0612008号厚生労働省雇用均等・児
童家庭局長通知「次世代育成支援対
策施設整備交付金における地域福祉

施設整備（施設の整備と
一体的に整備するもので
あって、知事が必要と認
めた整備を含む）に必要
な工事費又は工事請負費
（この交付要綱の第３の
(１)アからオまでに定める
費用を除く｡)及び工事事
務費（工事施工のため直
接必要な事務に要する費
用であって、旅費、消耗
品費、通信運搬費、印刷
製本費及び設計監督料等
をいい、その額は、工事
費又は工事請負費の2.6%
に相当する額を限度とす
る（以下同じ｡)。
ただし、別の補助金等又
はこの種目とは別の種目
において別途補助対象と
する費用を除き（以下同
じ｡)、工事費又は工事請
負費には、これと同等と
認められる委託費、分担
金及び適当と認められる
購入費等を含む（以下同
じ｡)。



の推進等を図るためのスペース（地
域交流スペース）の整備について」
に定める基準に適合する整備を行う
ときは、別表９に定める交付基礎点
数を基準とする。

特殊
附帯工
事費

別表９に掲げる１施設当たり交付基礎点
数を基準とする。

特殊付帯工事に必要な工
事費又は工事請負費

解体撤
去工事
費及び
仮設施
設整備
工事費

別表９に掲げる１単位当たり交付基礎点
数を基準とする。

解体撤去に必要な工事費
又は工事請負費及び仮設
施設整備に必要な賃借料
工事費又は工事請負費



別表８－１
算 定 基 準

（助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童家庭
支援センター、里親支援センター、児童自立生活援助事業所、小規模住居型児童養育事
業所、社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等生活援助事業所、福祉型障害児入所施
設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センタ
ー、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業
所、保育所等訪問支援事業所及び障害児相談支援事業所のうち別表７及び別表８－２に
掲げる整備以外の事業）

１区分 ２種目 ３ 基 準 ４ 対 象 経 費

施 設
整備費

本 体
工事費

大規模修繕及びその他の特別な工事
費については、知事が必要と認めた点
数とする。ただし、第４欄に定める対
象経費の実支出額を2,000で除して得
た点数（以下「実支出額を2,000で除
して得た点数」という。) がこれに満
たないときは、実支出額を2,000で除
して得た点数とする。

施設整備に必要な工事費又
は工事請負費（この交付要
綱の第３の(１)アからオま
でに定める費用を除く｡)及
び工事事務費（工事施工の
ため直接必要な事務に要す
る費用であって、旅費、消
耗品費、通信運搬費、印刷
製本費及び設計監督料等を
いい、その額は、工事費又
は工事請負費の 2.6％に相
当する額を限度とする。以
下同じ｡)
ただし、別の補助金等又は
この種目とは別の種目にお
いて別途補助対象とする費
用を除き（以下同じ｡)、工
事費又は工事請負費には、
これと同等と認められる委
託費、分担金及び適当と認
められる購入費等を含む
（以下同じ｡)。

スプリ
ンクラ
ー設備
等工事
費

（既存
施設）

別表９による「交付基礎点数表」に基
づき、算出されたものを基準とする。

スプリンクラー設備等に必
要な工事費又は工事請負費

仮設施
設整備
工事費

大規模修繕等については、知事が必要
と認めた点数とする。ただし、第４欄
に定める対象経費の実支出額を2,000
で除して得た点数（以下「実支出額を
2,000で除して得た点数」という。）
がこれに満たないときは、実支出額を
2,000で除して得た点数とする。

仮設施設整備に必要な賃借
料、工事費又は工事請負費





別表８－２

算 定 基 準

（助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童家庭

支援センター、里親支援センター、児童自立生活援助事業所、小規模住居型児童養育事

業所、社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等生活援助事業所、福祉型障害児入所施

設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センタ

ー、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業

所、保育所等訪問支援事業所及び障害児相談支援事業所整備事業のうち防犯対策強化に

係る整備）

１区分 ２種目 ３ 基 準 ４ 対 象 経 費

施 設

整備費

本 体

工事費

ア 門、フェンス等の外構の設置、修
繕等
次のいずれかの低い方の価格を2,000
で除した点数を基準とする。
(1)公的機関（県又は市町の建築課等

）の見積り
(2)工事請負業者２社の見積りを比較

して、低い方の見積り

※ただし、見積り額について、入所施
設は1,000,000円未満の場合は本事業
の対象としない。

イ 非常通報装置等の設置
次のいずれかの低い方の価格を2,000
で除した点数と900点を比較して、い
ずれか少ない方の点数を基準とする。
(1)公的機関（県又は市町の建築課等

）の見積り
(2)工事請負業者２社の見積りを比較

して、低い方の見積り

※ただし 、見積り額 について、

300,000円未満の場合は本事業の対象

としない。

防犯対策の強化に係る整備

に必要な工事費又は工事請

負費（第３の(1)ア～オに

定める費用を除く。）及び

工事事務費(工事施工のた

め直接必要な事務に要する

費用であって、旅費、消耗

品費、通信運搬費、印刷製

本費及び設計監督料等をい

い、その額は、工事費又は

工事請負費の2.6％に相当

する額を限度額とする。)

。

ただし、別の補助金等又は

この種目とは別の種目にお

いて別途補助対象とする費

用を除き、工事費又は工事

請負費には、これと同等と

認められる委託費、分担金

及び適当と認められる購入

費等を含む｡



別表９

（単位：点）

定員１人（１施設、
１世帯又は１グルー
プケア）当たりの交

付基礎点数

助産施設 4,037

444

乳児院 2,547

66

30

2,483

20,685

700
57

611

878

3,973

母子生活支援施設 9,221

66

20,685

5,069

57

878

1,260

17
児童養護施設 3,897

66

6,050

20,685

1,426

57

878

229

3,973

児童心理治療施設 本体 4,610

66

5,591

心理療法室整備加算（１施設） 31,791

親子生活訓練室整備加算（１世帯） 3,973

通所部門整備加算 1,923
54

児童家庭支援センター 本体（１施設） 12,558
里親支援センター 本体（１施設） 12,558
小規模住居型児童養育事業所 本体 5,540

66
児童自立生活援助事業所 本体 5,056

66
社会的養護自立支援拠点事業所 本体（１施設） 10,266

57
5,069

妊産婦等生活援助事業所 本体（１施設） 10,266
57

5,069

（注）

本体工事費交付基礎点数表（定員１人（１施設、１世帯又は１グループケア）当たり）

施　　設　　の　　種　　類　　等

本体

初度設備相当加算

本体

初度設備相当加算（３０人以下）

　　　　　　　　　　　　　　（３０人を超える部分）

小規模グループケア整備加算（１グループケア）

心理療法室整備加算（１施設）

子育て短期支援事業のための居室等整備加算
初度設備相当加算

年齢延長児を受け入れるための居室等整備加算

病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合

親子生活訓練室整備加算（１世帯）

本体（１世帯）

初度設備相当加算

心理療法室整備加算（１施設）

子育て短期支援事業のための居室等整備加算（１世帯）

初度設備相当加算

病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合

母子家庭等子育て支援室整備加算

初度設備相当加算

本体

初度設備相当加算

小規模グループケア整備加算（１グループケア）

心理療法室整備加算（１施設）

子育て短期支援事業のための居室等整備加算

初度設備相当加算

病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合

乳児を受け入れるためのほふく室又は養育室等を整備する場合

親子生活訓練室整備加算（１世帯）

初度設備相当加算

小規模グループケア整備加算（１グループケア）

初度設備相当加算

初度設備相当加算

初度設備相当加算

初度設備相当加算（１世帯）
居室等整備加算（１世帯）

初度設備相当加算（１世帯）
居室等整備加算（１世帯）

　１　  改築整備に係る初度設備相当加算は、交付基礎点数の２分の１以内で知事の必要と認めた

      ﾎﾟｲﾝﾄであること。

 ２　 一部改築及び拡張に係る交付基礎点数は、「次世代育成支援対策施設整備交付金にお

　　ける一部改築及び拡張に係る交付金の算定方法の取扱いについて」（こ成事第433号令

    和５年８月22日こども家庭庁成育局長通知 ）によるものとする。（小数点以下切捨て）

 ３  母子生活支援施設に小規模分園型母子生活支援施設を設置する場合には、母子生活支

    援施設の交付基礎点数を適用する。

 ４　児童養護施設に地域小規模児童養護施設を設置する場合には、児童養護施設の交付基

    礎点数を適用する。

 ５　乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設で一時保護委託を

   受け入れるための整備をする場合には、当該本体及び初度設備相当加算（一人当たり）

　 の交付基礎点数を適用する。

 ６　「病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合」については、「病児保育

　 事業の実施について（平成27年7月17日雇児発0717第12号通知）」に基づき、

   病児対応型及び病後児対応型を実施するための保育室等を整備する場合に限る。



（単位：点）

１施設当たりの交付
基礎点数

福祉型障害児入所施設 都市部 78,643
医療型障害児入所施設 標準 74,899

都市部 157,939
標準 150,419
都市部 263,314
標準 250,776
都市部 370,564
標準 352,919
都市部 476,836
標準 454,130
都市部 582,944
標準 555,185
都市部 689,134
標準 656,319
都市部 33,332
標準 31,745
都市部 109,775
標準 104,548
都市部 9,045
標準 8,615
都市部 10,512
標準 10,012
都市部 7,513
標準 7,156
都市部 5,003
標準 4,765
都市部 16,135
標準 15,367
都市部 29,012
標準 27,631
都市部 43,273
標準 41,213
都市部 87,119
標準 82,971

児童発達支援事業所 都市部 145,471
標準 138,544
都市部 204,393
標準 194,660
都市部 263,314
標準 250,776
都市部 321,503
標準 306,194
都市部 380,588
標準 362,465
都市部 33,331
標準 31,744
都市部 109,775
標準 104,548
都市部 9,046
標準 8,615
都市部 10,512
標準 10,012
都市部 7,513
標準 7,156
都市部 5,003
標準 4,765
都市部 29,012
標準 27,631
都市部 21,677
標準 20,645
都市部 7,513
標準 7,156
都市部 5,003
標準 4,765
都市部 29,012
標準 27,631

（注）

　　額を基準額とする。

本体工事費交付基礎点数表（１施設当たり）（障害児施設等）

施　　設　　の　　種　　類　　等

２　本体単価と各種加算の合計額を基準額とする。

３　短期入所の利用定員が２人以下の場合には、「短期入所整備加算」に２分の１を乗じた

利用定員　  ２０人 以下

　　　　　　２１人　～ ４０人

　　　　　　４１人　～ ６０人

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　　８１人　～ １００人

　　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　　１２１人　以上

訓練事業等整備加算

大規模訓練設備等整備加算

短期入所整備加算

発達障害者支援センター整備加算

障害児相談支援整備加算

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問
支援整備加算

小規模グループケア整備加算

避難スペース整備加算

福祉型児童発達支援セン
ター

利用定員　  ２０人 以下

医療型児童発達支援セン
ター

　　　　　　２１人　～ ４０人

　　　　　　４１人　～ ６０人
放課後等デイサービス事
業所

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　　８１人　～ １００人

　　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　　１２１人　以上

訓練事業等整備加算

大規模訓練設備等整備加算

短期入所整備加算

発達障害者支援センター整備加算

障害児相談支援整備加算

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問
支援整備加算

避難スペース整備加算

増築整備（既存施設の現在定員の増員）

障害児相談支援（障害児相談支援のみの整備の場合）

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（各事業のみの整備の場合）

避難スペース整備（避難スペースのみの整備の場合）

１　上段書きは、「次世代育成支援対策施設整備交付金における都市部特例割増単価の取扱いについ
　て」（こ成事第432号令和５年８月22日）により、都市部特例割増加算後の単価であること。

本体

本体



（単位：点）

１施設当たりの交付
基礎点数

福祉型障害児入所施設 都市部 104,836
医療型障害児入所施設 標準 99,844

都市部 210,652
標準 200,621
都市部 351,086
標準 334,368
都市部 494,064
標準 470,538
都市部 635,770
標準 605,496
都市部 777,281
標準 740,268
都市部 918,792
標準 875,040
都市部 44,496
標準 42,378
都市部 146,400
標準 139,429
都市部 12,126
標準 11,549
都市部 14,082
標準 13,412
都市部 9,975
標準 9,500
都市部 6,669
標準 6,352
都市部 21,514
標準 20,490
都市部 38,628
標準 36,789

（注）

　　額を基準額とする。

   

本体工事費交付基礎点数表（地震対策緊急整備事業計画に基づく事業とし
て行う場合及び地震防災緊急事業五箇年計画に基づく事業として行う場
合）（１施設当たり）（障害児施設等）

施　　設　　の　　種　　類　　等

２　本体単価と各種加算の合計額を基準額とする。

３　短期入所の利用定員が２人以下の場合には、「短期入所整備加算」に２分の１を乗じた

４　木造施設の改築として行う場合に限る。

   

利用定員　  ２０人 以下

　　　　　　２１人　～ ４０人

　　　　　　４１人　～ ６０人

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　　８１人　～ １００人

　　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　　１２１人　以上

訓練事業等整備加算

大規模訓練設備等整備加算

短期入所整備加算

発達障害者支援センター整備加算

障害児相談支援整備加算

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問
支援整備加算

小規模グループケア整備加算

避難スペース整備加算

１　上段書きは、「次世代育成支援対策施設整備交付金における都市部特例割増単価の取扱いについ
　て」（こ成事第432号令和５年８月22日）により、都市部特例割増加算後の単価であること。

本体



（単位：点）

１施設当たりの交付
基礎点数

福祉型障害児入所施設 都市部 209,690
医療型障害児入所施設 標準 199,705

都市部 349,294
標準 332,661
都市部 491,424
標準 468,023
都市部 632,250
標準 602,143
都市部 773,238
標準 736,418
都市部 913,902
標準 870,383
都市部 44,170
標準 42,067
都市部 10,023
標準 9,546
都市部 13,853
標準 13,194
都市部 116,132
標準 110,602
都市部 193,391
標準 184,182

児童発達支援事業所 都市部 271,790
放課後等デイサービス事 標準 258,848
業所 都市部 350,353

標準 333,670
都市部 427,775
標準 407,405
都市部 506,174
標準 482,071
都市部 44,090
標準 41,990
都市部 12,061
標準 11,487
都市部 13,853
標準 13,194

（注）

　　額を基準額とする。

本体工事費交付基礎点数表（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業とし
て行う場合）（１施設当たり）（障害児施設等）

施　　設　　の　　種　　類　　等

２　本体単価と各種加算、解体撤去費用及び仮設施設整備工事費の合計額を基準額とする。

３　短期入所の利用定員が２人以下の場合には、「短期入所整備加算」に２分の１を乗じた

   

利用定員　  ４０人 以下

　　　　　　４１人　～ ６０人

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　　８１人　～ １００人

　　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　　１２１人　以上

訓練事業等整備加算

短期入所整備加算

発達障害者支援センター整備加算

福祉型児童発達支援セン
ター

利用定員　  ４０人 以下

医療型児童発達支援セン
ター

　　　　　　４１人　～ ６０人

　　　　　　６１人　～ ８０人

　　　　　　８１人　～ １００人

　　　　　１０１人　～ １２０人

　　　　　１２１人　以上

訓練事業等整備加算

短期入所整備加算

発達障害者支援センター整備加算

１　上段書きは、「次世代育成支援対策施設整備交付金における都市部特例割増単価の取扱いについ
　て」（こ成事第432号令和５年８月22日）により、都市部特例割増加算後の単価であること。

本体

本体



解体撤去工事費交付基礎点数表（定員１人（１施設又は１世帯）当たり） （単位：点）

定員１人（１施設又
は１世帯）当たりの

交付基礎点数

助産施設 209

乳児院 121

母子生活支援施設（１世帯） 446

児童養護施設 188

児童心理治療施設 216

児童家庭支援センター（１施設） 635

里親支援センター（１施設） 635

小規模住居型児童養育事業所 476

児童自立生活援助事業所 424

社会的養護自立支援拠点事業所（１施設） 581

妊産婦等生活援助事業所（１施設） 581

障害児入所施設（１施設） 9,391

障害児入所施設（都市部）（１施設） 9,860

障害児施設（障害児入所施設を除く）（１施設） 4,719

障害児施設（障害児入所施設を除く）（都市部）（１施設） 4,954

（単位：点）

１施設当たりの交付
基礎点数

障害児入所施設（１施設） 12,573

障害児入所施設（都市部）（１施設） 13,201

障害児施設（障害児入所施設を除く）（１施設） 6,286

障害児施設（障害児入所施設を除く）（都市部）（１施設） 6,600

（単位：点）

１施設当たりの交付
基礎点数

障害児入所施設（１施設） 12,496

障害児入所施設（都市部）（１施設） 13,120

障害児施設（障害児入所施設を除く）（１施設） 6,054

障害児施設（障害児入所施設を除く）（都市部）（１施設） 6,356

施　　設　　の　　種　　類

   

解体撤去工事費交付基礎点数表（地震対策緊急整備事業計画に基づく事業
として行う場合及び地震防災緊急事業五箇年計画に基づく事業として行う
場合）（１施設当たり）

施　　設　　の　　種　　類

   

解体撤去工事費交付基礎点数表（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業
として行う場合）（１施設当たり）

施　　設　　の　　種　　類

   



（単位：点）

定員１人（１施設又
は１世帯）当たりの

交付基礎点数

助産施設 393

乳児院 217

母子生活支援施設（１世帯） 813

児童養護施設 338

児童心理治療施設 410

児童家庭支援センター（１施設） 1,134

里親支援センター（１施設） 1,134

小規模住居型児童養育事業所 1,995

児童自立生活援助事業所 1,771

社会的養護自立支援拠点事業所（１施設） 1,036

妊産婦等生活援助事業所（１施設） 1,036

障害児入所施設（１施設） 17,230

障害児入所施設（都市部）（１施設） 18,091

障害児施設（障害児入所施設を除く）（１施設） 8,227

障害児施設（障害児入所施設を除く）（都市部）（１施設） 8,638

（単位：点）

１施設当たりの交付
基礎点数

障害児入所施設（１施設） 22,912

障害児入所施設（都市部）（１施設） 24,057

障害児施設（障害児入所施設を除く）（１施設） 10,990

障害児施設（障害児入所施設を除く）（都市部）（１施設） 11,539

（単位：点）

１施設当たりの交付
基礎点数

障害児入所施設（１施設） 22,819

障害児入所施設（都市部）（１施設） 23,959

障害児施設（障害児入所施設を除く）（１施設） 10,866

障害児施設（障害児入所施設を除く）（都市部）（１施設） 11,409

仮設施設整備工事費交付基礎点数表（定員１人（１施設又は１世帯）当たり）

施　　設　　の　　種　　類

仮設施設整備工事費交付基礎点数表（地震対策緊急整備事業計画に基づく
事業として行う場合及び地震防災緊急事業五箇年計画に基づく事業として
行う場合）（１施設当たり）

施　　設　　の　　種　　類

   

仮設施設整備工事費交付基礎点数表（津波避難対策緊急事業計画に基づく
事業として行う場合）（１施設当たり）

施　　設　　の　　種　　類



（単位：点）

１㎡当たりの交付基
礎点数

11 

2,031 

16 

2,398 

32 

2,398 

7 

（単位：点）

交付基礎点数

屋内消火栓設備（児童福祉施設等）

基本点数 3,295 

㎡当たりの加算 1 

屋内消火栓箱設置数による加算 170 

254 

屋内消火栓設備（障害児施設等）

基本点数 388 

㎡当たりの加算 1 

屋内消火栓箱設置数による加算 201 

301 

（単位：点）

交付基礎点数

131

（単位：点）

１施設当たりの交付
基礎点数

10,151
9,782
9,782

9,857

地域交流スペース交付基礎点数表

防災拠点型

21,105

2,250

スプリンクラー設備工事費交付基礎点数表（１㎡当たり）

設　　備　　の　　種　　類

乳児院

消火ポンプユニット等加算(1施設当たり)

障害児入所施設

消火ポンプユニット等加算(1施設当たり)

障害児入所施設（延べ床面積1,000㎡以上の平屋建て）

消火ポンプユニット等加算(1施設当たり)

障害児入所施設、乳児院以外

※既存施設における整備事業。ただし、創設、増築、増改築、改築、拡張及び老朽民間児童福祉施設整備以外の事業に限る。

屋内消火栓設備交付基礎点数表

設　　備　　の　　種　　類

パッケージ型消火栓設備（１個当たり）

パッケージ型消火栓設備（１個当たり）

※既存施設における整備事業。ただし、創設、増築、増改築、改築、拡張及び老朽民間児童福祉施設整備以外の事業に限る。

自動火災報知設備の感知器と連動して起動する火災通報装置

設　　備　　の　　種　　類

自動火災報知設備の感知器と連動して起動する火災通報装置。（既存施設
における整備事業。ただし、創設、増築、増改築、改築、拡張及び老朽民
間児童福祉施設整備以外の事業に限る。）

特殊付帯工事交付基礎点数表（１施設当たり）

工　　事　　の　　種　　類

標準（社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等生活援助事業所以外）
社会的養護自立支援拠点事業所
妊産婦等生活援助事業所

福祉型障害児入所施設（主として知的障害のある児童及び肢体不自由のあ
る児童を入所させるものに限る）、医療型障害児入所施設（主として肢体
不自由のある児童及び重症心身障害児）

※前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基礎点数を適用する。

工　　事　　の　　種　　類 地域交流スペース

地域交流スペース（社会的養護自立支援拠点事業所、妊
産婦等生活援助事業所以外）

15,832

初度設備相当加算 861

地域交流スペース（社会的養護自立支援拠点事業所、妊
産婦等生活援助事業所）

7,145



別表 10
算 定 基 準

（放課後児童クラブ整備事業）

1区分 ２整備区分 ３種目 ４基準額 ５対象経費

放課後

児童ク

ラブ（

１支援

単位あ

たり）

創設

及び

改築

本体

工事費

33,833,000 円

ただし、令和５年８月 22 日付けこ成事

第 462 号こども家庭庁成育局長通知「子ど

も・子育て支援施設整備交付金に係る施設

整備の取扱いについて」（以下「通知」と

いう）の第１の１に基づき学校敷地内等に

おいて放課後子供教室と一体的に創設又は

改築を行う場合。

67,666,000 円

通知の第１の２に基づき学校敷地外で放

課後児童クラブを利用するこどもと地域の

こどもが共に過ごし交流する場と一体的に

整備する場合。

67,666,000 円

一部改築については、通知の第２により

算出されたものを基準額とする。

放課後児童クラブの

創設及び改築整備（建

物の整備と一体的に整

備されるものであって

、県知事が必要と認め

た整備を含む。）に必

要な工事費又は工事請

負費及び工事事務費

（工事施工のため直接

必要な事務に要する費

用であって、旅費、消

耗品費、通信運搬費、

印刷製本費及び設計監

理料等をいい、その額

は工事費又は工事請負

費の２．６％に相当す

る額を限度とする。以

下同じ。）並びに既存

建物の買収のために必

要な財産購入費（PFI

事業及び既存建物を買

収することが建物を新

築することより効率的

であると認められる場

合に限る。）

賃借料

加算

7,860,000 円 新たに土地を賃借し

て放課後児童クラブを

整備する場合に必要な

費用

特殊附帯

工事費

20,358,000 円 特殊附帯工事に必要

な工事費又は工事請負費

解体撤去

工事費及

び仮設施

設整備工

事費

１ 改築に際して既存施設を解体し撤去す

る場合

1,796,000 円

２ 改築に際して仮設施設を整備する場合

2,673,000 円

３ 一部改築に際して既存施設を解体し撤

去する場合又は仮設施設を整備する場合

は、通知の第２の２により県知事が必要

と認めた額とする。

解体撤去に必要な工

事費又は工事請負費及

び仮設施設整備に必要

な賃借料、工事費又は

工事請負費



（病児保育施設整備事業）

拡張 本体

工事費

県知事が必要と認めた額とする。ただし

、創設に係る基準額の２分の１を上限とす

る。

放課後児童クラブの

拡張整備に必要な工事

費又は工事請負費及び

工事事務費

賃借料

加算

7,860,000 円 新たに土地を賃借し

て放課後児童クラブを

整備する場合に必要な

費用（施設の拡張によ

り必要となる部分に限

る。）

特殊附帯

工事費

20,358,000 円 特殊附帯工事に必要

な工事費又は工事請負費

大規模

修繕

本体

工事費

通知の第４の３により県知事が必要と認

めた額とする。

放課後児童クラブの

大規模修繕に必要な工

事費又は工事請負費及

び工事事務費

特殊附帯

工事費

特殊附帯工事に必要

な工事費又は工事請負費

仮設施

設整備

工事費

工事請負費及び仮設

施設整備に必要な賃借

料、工事費又は工事請

負費

1区分 ２整備区分 ３種目 ４基準額 ５対象経費

病児保

育施設

創設

及び

改築

本体

工事費

45,955,000 円

一部改築については、通知の第２により

算出されたものを基準額とする。

病児保育施設の創設

及び改築整備（建物の

整備と一体的に整備さ

れるものであって、県

知事が必要と認めた整

備を含む。）に必要な

工事費又は工事請負費

及び工事事務費（工事

施工のため直接必要な

事務に要する費用であ

って、旅費、消耗品費

、通信運搬費、印刷製

本費及び設計監理料等

をいい、その額は工事

費又は工事請負費の２

．６％に相当する額を

限度とする。以下同じ

。）並びに既存建物の

買収のために必要な財

産購入費（PFI 事業及

び既存建物を買収する

ことが建物を新築する

ことより効率的である



と認められる場合に限

る。）

設計料

加算

2,298,000 円 本体工事費以外に別

途必要となる設計料

環境改善

加算

5,421,000 円 こどもにやさしい環

境を作り出すために必

要となる費用

地域の余

裕スペー

ス活用促

進加算

4,743,000 円 地域の余裕スペース

（公営住宅、公民館等

）を活用して病児保育

施設を整備するために

必要となる費用

特殊附帯

工事費

19,379,000 円 特殊附帯工事に必要

な工事費又は工事請負費

解体撤去

工事費及

び仮設施

設整備工

事費

１ 改築に際して既存施設を解体し撤去す

る場合

2,838,000 円

２ 改築に際して仮設施設を整備する場合

5,054,000 円

３ 一部改築に際して既存施設を解体し撤

去する場合又は仮設施設を整備する場合

は、通知の第２の２により県知事が必要

と認めた額とする。

解体撤去に必要な工

事費又は工事請負費及

び仮設施設整備に必要

な賃借料、工事費又は

工事請負費

拡張 本体

工事費

県知事が認めた額とする。ただし、創設

に係る基準額の２分の１を上限とする。

病児保育施設の拡張

整備に必要な工事費又

は工事請負費及び工事

事務費

設計料

加算

本体工事費の５％ 本体工事費以外に別

途必要となる設計料

環境改善

加算

5,421,000 円 こどもにやさしい環

境を作り出すために必

要となる費用

特殊附帯

工事費

19,379,000 円 特殊附帯工事に必要

な工事費又は工事請負費

大規模

修繕

本体

工事費

通知の第４の３により県知事が必要と認

めた額とする。

病児保育施設の大規

模修繕に必要な工事費

又は工事請負費及び工

事事務費

特殊附帯

工事費

特殊附帯工事に必要

な工事費又は工事請負費

仮設施設

整備

工事費

仮設施設整備に必要

な賃借料、工事費又は

工事請負費



（財政上の特別措置（放課後児童クラブ整備事業及び病児保育施設整備事業共通））

以下の表中の(1)～(3)は次の分類による。

ただし、対象となる施設が離島振興法（昭和28年法律第72号）第２条第１項に基づき指定された離

島振興対策実施地域に所在する場合は、算出された補助基準額に、0.08を乗じて得られた額を加算し

、交付基礎額を算出するものとする。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）第８条第１項に規定

する過疎地域持続的発展市町村計画に基づく事業及び附則第５条に基づく事業として行う場合

(2) 山村振興法（昭和40年法律第64号）第８条第１項に規定する山村振興計画に基づく事業として

行う場合（地方交付税法（昭和25年法律第211号）第14条の規定により算定した市町村の基準財

政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で補

助年度前３か年度内の各年度に係るものを合算したものの３分の１の数値が0.4未満である市町

村の区域内にあるものに限る。（創設を除く。））

(3) 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成25年法律第87号）第12条

第１項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される整備の場合

（放課後児童クラブ整備事業）

1区分 ２整備区分 ３種目 ４基準額 ５対象経費

放課後

児童ク

ラブ（

１支援

単位あ

たり）

創設

及び

改築

本体

工事費

（１）、（２）に基づく場合

37,216,000 円

（３）に基づく場合

44,660,000 円

ただし、通知の第１の１及び２による場

合

（１）、（２）に基づく場合

74,432,000 円

（３）に基づく場合

89,320,000 円

一部改築については、通知の第２により

算出されたものを基準額とする。

放課後児童クラブの

創設及び改築整備（建

物の整備と一体的に整

備されるものであって

、県知事が必要と認め

た整備を含む。）に必

要な工事費又は工事請

負費及び工事事務費

（工事施工のため直接

必要な事務に要する費

用であって、旅費、消

耗品費、通信運搬費、

印刷製本費及び設計監

理料等をいい、その額

は工事費又は工事請負

費の２．６％に相当す

る額を限度とする。以

下同じ。）並びに既存

建物の買収のために必

要な財産購入費（PFI

事業及び既存建物を買

収することが建物を新

築することより効率的

であると認められる場

合に限る。）

賃借料

加算

（１）、（２）に基づく場合

8,646,000 円

（３）に基づく場合

10,375,000 円

新たに土地を賃借し

て放課後児童クラブを

整備する場合に必要な

費用

特殊附帯 （１）、（２）に基づく場合 特殊附帯工事に必要



（病児保育施設整備事業）

工事費 22,394,000 円

（３）に基づく場合

26,873,000 円

な工事費又は工事請負費

解体撤去

工事費及

び仮設施

設整備工

事費

１ 改築に際して既存施設を解体し撤去す

る場合

（１）、（２）に基づく場合

1,976,000 円

（３）に基づく場合

2,371,000 円

２ 改築に際して仮設施設を整備する場合

（１）、（２）に基づく場合

2,940,000 円

（３）に基づく場合

3,528,000 円

３ 一部改築に際して既存施設を解体し撤

去する場合又は仮設施設を整備する場合

は、通知の第２の２により県知事が必要

と認めた額とする。

解体撤去に必要な工

事費又は工事請負費及

び仮設施設整備に必要

な賃借料、工事費又は

工事請負費

拡張 本体

工事費

県知事が認めた額とする。ただし、創設

に係る基準額の２分の１を上限とする。

放課後児童クラブの

拡張整備に必要な工事

費又は工事請負費及び

工事事務費

賃借料

加算

（１）、（２）に基づく場合

8,646,000 円

（３）に基づく場合

10,375,000 円

新たに土地を賃借し

て放課後児童クラブを

整備する場合に必要な

費用（施設の拡張によ

り必要となる部分に限

る。）

特殊附帯

工事費

（１）、（２）に基づく場合

22,394,000 円

（３）に基づく場合

26,873,000 円

特殊附帯工事に必要

な工事費又は工事請負費

1区分 ２整備区分 ３種目 ４基準額 ５対象経費

病児保

育施設

創設

及び

改築

本体

工事費

（１）、（２）に基づく場合

50,551,000 円

（３）に基づく場合

60,661,000 円

一部改築については、通知の第２により

算出されたものを基準額とする。

病児保育施設の創設

及び改築整備（建物の

整備と一体的に整備さ

れるものであって、県

知事が必要と認めた整

備を含む。）に必要な

工事費又は工事請負費

及び工事事務費（工事

施工のため直接必要な

事務に要する費用であ

って、旅費、消耗品費



、通信運搬費、印刷製

本費及び設計監理料等

をいい、その額は工事

費又は工事請負費の２

．６％に相当する額を

限度とする。以下同じ

。）並びに既存建物の

買収のために必要な財

産購入費（PFI 事業及

び既存建物を買収する

ことが建物を新築する

ことより効率的である

と認められる場合に限

る。）

設計料

加算

（１）、（２）に基づく場合

2,528,000 円

（３）に基づく場合

3,033,000 円

本体工事費以外に別

途必要となる設計料

環境改善

加算

（１）、（２）に基づく場合

5,963,000 円

（３）に基づく場合

7,156,000 円

こどもにやさしい環

境を作り出すために必

要となる費用

地域の余

裕スペー

ス活用促

進加算

（１）、（２）に基づく場合

5,217,000 円

（３）に基づく場合

6,261,000 円

地域の余裕スペース

（公営住宅、公民館等

）を活用して病児保育

施設を整備するために

必要となる費用

特殊附帯

工事費

（１）、（２）に基づく場合

21,317,000 円

（３）に基づく場合

25,580,000 円

特殊附帯工事に必要

な工事費又は工事請負費

解体撤去

工事費及

び仮設施

設整備工

事費

１ 改築に際して既存施設を解体し撤去す

る場合

（１）、（２）に基づく場合

3,122,000 円

（３）に基づく場合

3,746,000 円

２ 改築に際して仮設施設を整備する場合

（１）、（２）に基づく場合

5,559,000 円

（３）に基づく場合

6,671,000 円

３ 一部改築に際して既存施設を解体し撤

去する場合又は仮設施設を整備する場合

は、通知の第２の２により県知事が必要

と認めた額とする。

解体撤去に必要な工

事費又は工事請負費及

び仮設施設整備に必要

な賃借料、工事費又は

工事請負費



拡張 本体

工事費

県知事が認めた額とする。ただし、創設

に係る基準額の２分の１を上限とする。

病児保育施設の拡張

整備に必要な工事費又

は工事請負費及び工事

事務費

設計料

加算

本体工事費の５％ 本体工事費以外に別

途必要となる設計料

環境改善

加算

（１）、（２）に基づく場合

5,963,000 円

（３）に基づく場合

7,156,000 円

こどもにやさしい環

境を作り出すために必

要となる費用

特殊附帯

工事費

（１）、（２）に基づく場合

21,317,000 円

（３）に基づく場合

25,580,000 円

特殊附帯工事に必要

な工事費又は工事請負費



別表11
財政上の特別措置

１ 区分 ２ 対象施設の種類 ３ 補助率

ア 地震防災対策強化地域における

地震対策緊急整備事業に係る国の

財政上の特別措置に関する法律

（ 昭和55年法律第63号）第２条

に規定する地震対策緊急整備事業

計画に基づいて実施される事業の

うち、同法別表第１に掲げる社会

福祉施設（木造施設の改築として

行う場合）

イ 地震防災対策特別措置法（平成

７年法律第111号）第２条に規定

する地震防災緊急事業五箇年計画

に基づいて実施される事業のうち

、同法別表第１に掲げる社会福祉

施設（木造施設の改築として行う

場合）

ウ 南海トラフ地震に係る地震防災

対策の推進に関する特別措置法

（平成14年法律第92号）第12条第

１項に規定する津波避難対策緊急

事業計画に基づいて実施される事

業のうち、同項第４号に基づき政

令で定める施設及び日本海溝・千

島海溝周辺海溝型地震に係る地震

防災対策の推進に関する特別措置

法（平成16年法律第27号）第11条

第１項に規定する津波避難対策緊

急事業計画に基づいて実施される

事業のうち、同項第４号に基づき

政令で定める施設を整備する場合

・ 障害者支援施設（生活介護又は

自立訓練を行うものに限る。）

・ 障害児入所施設

・ 障害者支援施設（生活介護又は

自立訓練を行うものに限る。）

・ 障害児入所施設

・ 女性自立支援施設

５/６

５/６

５/６



様式第１号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

社会福祉施設等施設整備費補助金交付申請書

第 号

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

所 在 地

名 称

代 表 者 氏 名

（市町の場合にあっては、市町長 氏 名 ）

年度において社会福祉施設等施設整備事業を実施したいので、補助金を交付

されるよう関係書類を添えて申請します。

なお、交付決定の上は、概算払されるよう併せて申請します。

１ 交付申請

(1) 金額 円

(2) 事業の目的

２ 概算払の承認申請

(1) 金額 円

(2) 理由

(3) 時期

口座振替先 金融機関名

支店名

口座種別

口座番号

口座名義人（カナ）

（注）以下の項目についても記載すること。

責任者 職・氏名

作成者 職・氏名



様式第２号（用紙 日本産業規格Ａ４横型）

交 付 申 請 一 覧 表

（単位：円）

施設の種類 施設の名称

補助申請額・概算払の承認申請額

施設整備費

計



様式第３号（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

設置者の名称 施設の名称

Ａ　　円 Ｂ(≦Ａ)　円 Ｃ　　円 Ｄ(=Ａ-Ｃ)円 Ｅ Ｆ　　円 Ｇ(=Ｅ×Ｆ)円 Ｈ(=Ｇ×８%)円Ｉ(=Ｇ×８%)円Ｊ(=Ｇ+Ｈ+Ｉ)円 Ｋ　　円 Ｌ　　円

(注) （１）　工事請負契約等を締結する単位で作成すること。

（３）　算出に当たっては、本体、地域交流スペース、その他の工事別とし、小計を設けること。

（４）　Ａ欄～Ｄ欄の施設種別毎の内訳の金額については、Ｊ欄の内訳を県費補助基本額とした場合には記入しなくてよいこと。ただし、地域交流スペースの整備及び介護用リフト等

　　　特殊附帯工事を行なう場合については、当該部分にかかるＡ欄～Ｄ欄の内訳の金額を必ず記入すること。

（５）　Ａ欄～Ｄ欄、Ｊ欄及びＫ欄については、内訳の金額の記入の有無に関係なく必ず記入すること。

　　　又はＪ欄とを比較していずれか少ない方の額を記入すること。

申　請　額　算　出　内　訳　書

算定基準による算定額

１　施設整備費

施設整備費合計

（２）　県費補助金の算定方法が交付要綱第３の（２）のア又はウによらない整備区分については、各々の算定方法に基づき算出した合計額をＪ欄に記入すること。

（６）　Ｋ欄には、Ｂ欄、Ｄ欄又はＪ欄のうち、最も少ない額の欄である施設種別毎の内訳の金額を記入すること。ただし、地域交流スペースを整備する場合については、Ｂ欄、Ｄ欄

区分

設置者の
総事業費

対象経費の実
支出(予定)額

寄付金その他
の収入額

差　引　額
県費補助
基本額

県費補助
所要額定員 単価 基本額 高層化加算

離島対策実施
地 域 加 算

算定額合計



様式第４号（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

設置者の名称 施設の名称

設置者の 対象経費 寄付金 差　引　額 選定額 交付金 県費補助 県費補助

総事業費 の実支出 その他の 定員 交付基礎 基準点数 離島対策実施 算定額合計 基本額 基本額 所要額

(予定)額 収入額等 点　　数 地 域 加 算 J(=（H＋I)

A　　　円 B(≦A)　円 C　　　円 D(=A-C) 円 E　　　円 F　 G　　点 H(=F×G) 点 I(=H×8%) 点 ×1,000) 円 K　　　円 L　　　円 M　　　円

(注) （１）　工事請負契約等を締結する単位で作成すること。

　　　　（ただし、千円未満は切り捨て。）をＩ欄に記入すること。

（３）　算出にあたっては、本体、地域交流スペース、その他工事別とし、小計を設けること。

（４）　Ｅ欄には、Ｂ欄の額とＤ欄の額を比較して少ないほうの額に１／２を乗じた額を記入すること。

（５）　Ｍ欄については、Ｌ欄の額の千円未満の額を切り捨てた額を記入すること。

（６）　Ｅ欄及びＪ欄～Ｍ欄の小計及び計の欄については、内訳の金額の記入の有無に関係なく必ず記入すること。

（７）　Ｋ欄は、Ｅ欄の額とＪ欄の額を比較して少ないほうの額を記入すること。

申　請　額　算　出　内　訳　書

交付基礎点数表による算定額

小計

小計

計

（２）　交付金算定方法が交付要綱第３の1の(2)のウによらない整備区分については、各々の算定方法に基づき算出した基準額（対象経費のみ）の合計に１／２を乗じたもの

（助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、児童自立生活援助事業所、小規模住居型児童養育事業所、社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等
生活援助事業所、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所

等訪問支援事業所及び障害児相談支援事業所の場合）

区分



様式第５号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

事 業 計 画 書 （ 変 更 事 業 計 画 書 ）

１ 対象施設の概要

(1) 施設の名称及び所在地

(2) 施 設 の 種 類

(3) 事業の目的及び効果

(4) 設置主体及び経営主体

(5) 入 所 （ 利 用 ） 定 員

（注）１ 宿所提供施設及び母子生活支援施設については、利用世帯数及び

利用定員を記入すること。

２ 放課後児童クラブについては、(5)を次により記入すること。

(5) 利用（１日当たり予定）人員 人

２ 施 設 整 備 費 に 係 る 事 業 計 画

(1) 施設の規模及び構造

ア 整備事業（解体撤去工事費・仮設施設工事費を除く｡)

（ｱ）敷 地 面 積 ㎡

(ｲ) 敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）

(ｳ) 施設整備の区分（創設、拡張等の別）

(ｴ) 建 物 の 面 積 建築面積 ㎡、延べ面積 ㎡

(ｵ) 建 物 の 構 造（ 造）

イ 解体撤去工事（既存施設に係るもの）

（ｱ）建設の面積 建築面積 ㎡、延べ面積 ㎡

(ｲ) 建 物 の 構 造（ 造）

(ｳ) 建築年月日

(ｴ) 補助金の区分 （（元号）○○年度：国庫・民間・自己資金・その他）

(ｵ) 処分（取りこわし）年月日

現在定員 増加定員 合 計

人

(世帯)

人

(世帯)

人

(世帯)



ウ 仮設施設工事

(ｱ) 建設の面積 建築面積 ㎡、延べ面積 ㎡

(ｲ) 建 物 の 構 造（ 造）

(2) 整 備 費 内 訳

ア 主 体 工 事 費 円

イ 工 事 事 務 費 円

ウ 小 計（本体工事費） 円

エ 介 護 用 ﾘ ﾌ ﾄ 等 特 殊 附 帯 工 事 費 円

（介 護 用 ﾘ ﾌ ﾄ 工 事 費） 円

（ ） 円

オ 授産施設近代化整備工事費 円

カ 授産施設等整備工事費 円

キ 解体撤去工事費及び

仮設施設整備工事費

（解体撤去工事費） 円

（仮 設 施 設 整 備 工 事 費） 円

ク そ の 他 の 工 事 費 円

ケ 地域交流スペース 円

コ 合 計 円

(3) 財 源 内 訳

ア 県 費 補 助 金 円

イ ○ ○ 補 助 金 円

ウ 設 置 者 負 担 金 円

（内訳）一 般 財 源 円

地 方 債 円

借 入 金 円

寄 附 金 円

エ 合 計 円

(4) 施 工 計 画

ア 直 営 ・ 請 負 の 別

イ 契 約 年 月 日

ウ 着 工 年 月 日

エ 竣 工 年 月 日



オ 事 業 開 始 年 月 日

カ 解体撤去工事関係

(ｱ) 直 営 ・ 請 負 の 別

(ｲ) 着 工 年 月 日

(ｳ) 完 了 年 月 日

キ 仮設施設工事関係

(ｱ) 直営・請負・賃貸借の別

(ｲ) 工 事 期 間

(ｳ) 仮設施設の使用期間

(5) 平成20年４月17日社援発第0417001号、雇児発第0417001号「厚生労働省所管一

般会計補助金等に係る財産処分について」の別添１「厚生労働省所管一般会計補

助金等に係る財産処分承認基準」第３の３の（１）又は令和５年６月15日こ成事

第331号、こ支虐第69号「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について」の

別添１「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分承認基準」第３の３の（１）

に規定する抵当権の設定の有無

有 ・ 無

(6) そ の 他 参 考 事 項

（添付書類）

ア 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表（拡張、改造等の場合は、既存建

物との関係を明示すること｡)

イ 配置図、各階平面図（拡張、改造等の場合は、既存建物との関係を図面上で

明示すること｡)

ウ 既存施設の解体撤去工事がわかるもの

エ 工事費費目別内訳書

３ ブ ロ ッ ク 塀 等 整 備 費 に 係 る 事 業 計 画

(1) ブロック塀等の規模及び構造

ア ブロック塀等の所有関係（自己所有、その他（ ））

イ ブロック塀等整備の区分（新規、改修等の別）

ウ ブロック塀等の面積

(ｱ) 整備前 建築面積 ㎡、延面積 ㎡、高さ ㎝、厚さ ㎝

(ｲ) 整備後 建築面積 ㎡、延面積 ㎡、高さ ㎝、厚さ ㎝

エ ブロック塀等の構造

(ｱ) 整備前の構造（ 造）



(ｲ) 整備後の構造（ 造）

(2) 整 備 費 内 訳

ア 主 体 工 事 費 円

イ 工 事 事 務 費 円

ウ 合 計 円

(3) 財 源 内 訳

ア 県 費 補 助 金 円

イ ○ ○ 補 助 金 円

ウ 設 置 者 負 担 金 円

（内訳）一 般 財 源 円

地 方 債 円

借 入 金 円

寄 附 金 円

エ 合 計 円

(4) 施 工 計 画

ア 直 営 ・ 請 負 の 別

イ 契 約 年 月 日

ウ 着 工 年 月 日

エ 竣 工 年 月 日

(5) そ の 他 参 考 事 項

（添付書類）

ア 整備前及び整備後のブロック塀等の平面図（ブロック塀等面積を明記したも

の）並びに側面図

（ブロック塀等を増設する場合は、既存ブロック塀等との関係を図面上で明示

すること。）

イ 工事費費目別内訳書



様式第６号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

資 金 状 況 調

（注） 未経過の月分については、見込額を計上すること。

区分

月別

収入 支出
差

引

残

高
計 計

月 円 円 円 円 円 円 円 円 円

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

計



様式第７号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

社会福祉施設等施設整備事業計画変更承認申請書

第 号

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

所 在 地

名 称

代 表 者 氏 名

（市町の場合にあっては、市町長 氏 名 )

年 月 日付け 第 号により補助金の交付の決定を受けた社会

福祉施設等施設整備事業の計画を次のとおり変更したいので、承認されるよう関係書

類を添えて申請します。

１ 計画変更の理由

２ 変更の内容 別添 変更事業計画書のとおり

３ 補助金所要額

(1) 前回までの交付決定金額 円

(2) 今回変更承認申請額 円

(3) 差引増△減金額 円

（注）以下の項目についても記載すること。

責任者 職・氏名

作成者 職・氏名



様式第８号（用紙 日本産業規格Ａ４横型）

変 更 申 請 一 覧 表

（単位：円）

施設の種類 施設の名称

補助申請額・概算払の承認申請額

既交付決定額 変更承認申請額 変更増減額

施設 施設 施設

計



様式第９号（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

設置者の名称 施設の名称

Ａ　　円 Ｂ(≦Ａ)　円 Ｃ　　円 Ｄ(=Ａ-Ｃ)円 Ｅ Ｆ　　円 Ｇ(=Ｅ×Ｆ)円 Ｈ(=Ｇ×８%)円Ｉ(=Ｇ×８%)円Ｊ(=Ｇ+Ｈ+Ｉ)円 Ｋ　　円 Ｌ　　円

(注) （１）　工事請負契約等を締結する単位で作成すること。

（３）　算出に当たっては、本体、地域交流スペース、その他の工事別とし、小計を設けること。

（４）　Ａ欄～Ｄ欄の施設種別毎の内訳の金額については、Ｊ欄の内訳を県費補助基本額とした場合には記入しなくてよいこと。ただし、地域交流スペースの整備及び介護用リフト等

　　　特殊附帯工事を行なう場合については、当該部分にかかるＡ欄～Ｄ欄の内訳の金額を必ず記入すること。

（５）　Ａ欄～Ｄ欄、Ｊ欄及びＫ欄については、内訳の金額の記入の有無に関係なく必ず記入すること。

　　　又はＪ欄とを比較していずれか少ない方の額を記入すること。

変　更　申　請　額　算　出　内　訳　書

算定基準による算定額

１　施設整備費

施設整備費合計

（２）　県費補助金の算定方法が交付要綱第３の（２）のア又はウによらない整備区分については、各々の算定方法に基づき算出した合計額をＪ欄に記入すること。

（６）　Ｋ欄には、Ｂ欄、Ｄ欄又はＪ欄のうち、最も少ない額の欄である施設種別毎の内訳の金額を記入すること。ただし、地域交流スペースを整備する場合については、Ｂ欄、Ｄ欄

区分

設置者の
総事業費

対象経費の実
支出(予定)額

寄付金その他
の収入額

差　引　額
県費補助
基本額

県費補助
所要額定員 単価 基本額 高層化加算

離島対策実施
地 域 加 算

算定額合計



様式第10号（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

設置者の名称 施設の名称

設置者の 対象経費 寄付金 差　引　額 選定額 交付金 県費補助 県費補助

総事業費 の実支出 その他の 定員 交付基礎 基準点数 離島対策実施 算定額合計 基本額 基本額 所要額

(予定)額 収入額等 点　　数 地 域 加 算 J(=（H＋I)

A　　　円 B(≦A)　円 C　　　円 D(=A-C) 円 E　　　円 F　 G　　点 H(=F×G) 点 I(=H×8%) 点 ×1,000) 円 K　　　円 L　　　円 M　　　円

(注) （１）　工事請負契約等を締結する単位で作成すること。

　　　　（ただし、千円未満は切り捨て。）をＩ欄に記入すること。

（３）　算出にあたっては、本体、地域交流スペース、その他工事別とし、小計を設けること。

（４）　Ｅ欄には、Ｂ欄の額とＤ欄の額を比較して少ないほうの額に１／２を乗じた額を記入すること。

（５）　Ｍ欄については、Ｌ欄の額の千円未満の額を切り捨てた額を記入すること。

（６）　Ｅ欄及びＪ欄～Ｍ欄の小計及び計の欄については、内訳の金額の記入の有無に関係なく必ず記入すること。

（７）　Ｋ欄は、Ｅ欄の額とＪ欄の額を比較して少ないほうの額を記入すること。

変　更　申　請　額　算　出　内　訳　書

交付基礎点数表による算定額

小計

小計

計

（２）　交付金算定方法が交付要綱第３の1の(2)のウによらない整備区分については、各々の算定方法に基づき算出した基準額（対象経費のみ）の合計に１／２を乗じたもの

（助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、児童自立生活援助事業所、小規模住居型児童養育事業所、社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等
生活援助事業所、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所

等訪問支援事業所及び障害児相談支援事業所の場合）

区分



様式第11号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

実 績 報 告 書

第 号

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

所在地

名 称

代表者 氏 名

（市町の場合にあっては、市町長 氏 名 ）

年 月 日付け 第 号により補助金の交付の決定を受けた社会

福祉施設等施設整備事業が完了したので、関係書類を添えて報告します。

（注）以下の項目についても記載すること。

責任者 職・氏名

作成者 職・氏名



様式第12号（用紙 日本産業規格Ａ４横型）

精 算 額 一 覧 表

（単位：円）

施設の種類 施設の名称

精算額

施設整備費

計



様式第13号（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

設置者の名称 施設の名称

Ａ　　円 Ｂ(≦Ａ)　円 Ｃ　　円 Ｄ(=Ａ-Ｃ)円 Ｅ Ｆ　　円 Ｇ(=Ｅ×Ｆ)円 Ｈ(=Ｇ×８%)円Ｉ(=Ｇ×８%)円Ｊ(=Ｇ+Ｈ+Ｉ)円 Ｋ　　円 Ｌ　　円

(注) （１）　工事請負契約等を締結する単位で作成すること。

（３）　算出に当たっては、本体、地域交流スペース、その他の工事別とし、小計を設けること。

（４）　Ａ欄～Ｄ欄の施設種別毎の内訳の金額については、Ｊ欄の内訳を県費補助基本額とした場合には記入しなくてよいこと。ただし、地域交流スペースの整備及び介護用リフト等

　　　特殊附帯工事を行なう場合については、当該部分にかかるＡ欄～Ｄ欄の内訳の金額を必ず記入すること。

（５）　Ａ欄～Ｄ欄、Ｊ欄及びＫ欄については、内訳の金額の記入の有無に関係なく必ず記入すること。

　　　又はＪ欄とを比較していずれか少ない方の額を記入すること。

精　算　額　算　出　内　訳　書

算定基準による算定額

１　施設整備費

施設整備費合計

（２）　県費補助金の算定方法が交付要綱第３の（２）のア又はウによらない整備区分については、各々の算定方法に基づき算出した合計額をＪ欄に記入すること。

（６）　Ｋ欄には、Ｂ欄、Ｄ欄又はＪ欄のうち、最も少ない額の欄である施設種別毎の内訳の金額を記入すること。ただし、地域交流スペースを整備する場合については、Ｂ欄、Ｄ欄

区分

設置者の
総事業費

対象経費の実
支出(予定)額

寄付金その他
の収入額

差　引　額
県費補助
基本額

県費補助
所要額定員 単価 基本額 高層化加算

離島対策実施
地 域 加 算

算定額合計



様式第14号（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

設置者の名称 施設の名称

設置者の 対象経費 寄付金 差　引　額 選定額 交付金 県費補助 県費補助

総事業費 の実支出 その他の 定員 交付基礎 基準点数 離島対策実施 算定額合計 基本額 基本額 所要額

(予定)額 収入額等 点　　数 地 域 加 算 J(=（H＋I)

A　　　円 B(≦A)　円 C　　　円 D(=A-C) 円 E　　　円 F　 G　　点 H(=F×G) 点 I(=H×8%) 点 ×1,000) 円 K　　　円 L　　　円 M　　　円

(注) （１）　工事請負契約等を締結する単位で作成すること。

　　　　（ただし、千円未満は切り捨て。）をＩ欄に記入すること。

（３）　算出にあたっては、本体、地域交流スペース、その他工事別とし、小計を設けること。

（４）　Ｅ欄には、Ｂ欄の額とＤ欄の額を比較して少ないほうの額に１／２を乗じた額を記入すること。

（５）　Ｍ欄については、Ｌ欄の額の千円未満の額を切り捨てた額を記入すること。

（６）　Ｅ欄及びＪ欄～Ｍ欄の小計及び計の欄については、内訳の金額の記入の有無に関係なく必ず記入すること。

（７）　Ｋ欄は、Ｅ欄の額とＪ欄の額を比較して少ないほうの額を記入すること。

精　算　額　内　訳　書

交付基礎点数表による算定額

小計

小計

計

（２）　交付金算定方法が交付要綱第３の1の(2)のウによらない整備区分については、各々の算定方法に基づき算出した基準額（対象経費のみ）の合計に１／２を乗じたもの

（助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、児童自立生活援助事業所、小規模住居型児童養育事業所、社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等
生活援助事業所、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所

等訪問支援事業所及び障害児相談支援事業所の場合）

区分



様式第15号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

事 業 実 績 報 告 書

１ 対象施設の概要

(1) 施設の名称及び所在地

(2) 施 設 の 種 類

(3) 設置主体及び経営主体

(4) 入 所 （ 利 用 ） 定 員

（注）１ 宿所提供施設及び母子生活支援施設については、利用世帯数及び

利用定員を記入すること。

２ 放課後児童クラブについては、(5)を次により記入すること。

(5) 利用（１日当たり予定）人員 人

２ 施設整備費に係る事業内容

(1) 施設の規模及び構造

ア 整備事業（解体撤去工事費・仮設施設工事を除く｡)

(ｱ) 敷 地 面 積 ㎡

(ｲ) 敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）

(ｳ) 施設整備の区分（創設、拡張等の別）

(ｴ) 建 物 の 面 積 建築面積 ㎡、延べ面積 ㎡

(ｵ) 建 物 の 構 造（ 造）

イ 解体撤去工事（既存施設に係るもの）

(ｱ) 建 物 の 面 積 建築面積 ㎡、延べ面積 ㎡

(ｲ) 建 物 の 構 造（ 造）

(ｳ) 建 築 年 月 日

(ｴ) 補助金の区分（（元号）○○年度：国庫・民間・自己資金・その他）

(ｵ) 処分（取りこわし）年月日

現在定員 増加定員 合 計

人

(世帯)

人

(世帯)

人

(世帯)



ウ 仮設施設工事

(ｱ) 建 物 の 面 積 建築面積 ㎡、延べ面積 ㎡

(ｲ) 建 物 の 構 造（ 造）

(2) 支出済事業費総額

ア 主 体 工 事 費 円

イ 工 事 事 務 費 円

ウ 小 計（本体工事費） 円

エ 介 護 用ﾘﾌﾄ 等 特 殊 附 帯 工 事 費 円

（介 護 用 ﾘ ﾌ ﾄ 工 事 費） 円

（ ） 円

オ 授産施設近代化整備工事費 円

カ 授産施設等整備工事費 円

キ 解体撤去工事費及び

仮設施設整備工事費

（解体撤去工事費） 円

（仮 設 施 設 整 備 工 事 費） 円

ク そ の 他 の 工 事 費 円

ケ 地域交流スペース 円

コ 合 計 円

(3) 財 源 内 訳

ア 県 費 補 助 金 円

イ ○ ○ 補 助 金 円

ウ 設 置 者 負 担 金 円

（内訳）一 般 財 源 円

地 方 債 円

借 入 金 円

寄 附 金 円

エ 合 計 円



(4) 施 工 期 間

ア 契 約 年 月 日

イ 着 工 年 月 日

ウ 竣 工 年 月 日

エ 事 業 開 始 年 月 日

オ 解体撤去工事関係

(ｱ) 着 工 年 月 日

(ｲ) 完 了 年 月 日

カ 仮設施設工事関係

(ｱ) 工 事 期 間

(ｲ) 仮設施設の使用期間

(5) 平成20年４月17日社援発第0417001号、雇児発第0417001号「厚生労働省所管一般

会計補助金等に係る財産処分について」の別添１「厚生労働省所管一般会計補助金

等に係る財産処分承認基準」第３の３の（１）又は令和５年６月15日こ成事第331

号、こ支虐第69号「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について」の別添１

「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分承認基準」第３の３の（１）に規定す

る抵当権の設定の有無

有 ・ 無

(6) そ の 他 参 考 事 項

（添付書類）

ア 工事仕様書、支出済工事費費目別内訳書及び工事事務費費目別内訳書

イ 工事請負契約書の写し（請負の場合）、は支払領収書の写し（直営の場合）

又は賃貸借契約書の写し（賃貸借の場合、但し仮設施設整備のみ）

ウ 工事完了を確認するに足りる検査済証（建築基準法（昭和25年法律第 201号）

第 7 条第 5 項又は第18条第16項の規定による検査済証）の写し

エ 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表

オ 建物平面図（建物面積を明記したもの）及び立面図（少なくとも２方面から

のもの）

カ 建物内外主要部分の写真

キ 工事契約金額報告書（別紙）



３ ブ ロ ッ ク 塀 等 整 備 費 に 係 る 事 業 内 容

(1) ブロック塀等の規模及び構造

ア ブロック塀等の所有関係（自己所有、その他（ ））

イ ブロック塀等整備の区分（新規、改修等の別）

ウ ブロック塀等の面積

(ｱ) 整備前 建築面積 ㎡、延面積 ㎡、高さ ㎝、厚さ ㎝

(ｲ) 整備後 建築面積 ㎡、延面積 ㎡、高さ ㎝、厚さ ㎝

エ ブロック塀等の構造

(ｱ) 整備前の構造（ 造）

(ｲ) 整備後の構造（ 造）

(2) 支出済事業費総額

ア 主 体 工 事 費 円

イ 工 事 事 務 費 円

ウ 合 計 円

(3) 施 工 期 間

ア 契 約 年 月 日

イ 着 工 年 月 日

ウ 竣 工 年 月 日

(4) その他参考事項

（添付書類）

ア 工事仕様書、支出済工事費費目別内訳書及び工事事務費費目別内訳書

イ 工事請負契約書の写し（請負の場合）又は支払領収書の写し（直営の場合）

ウ 工事完了を確認するに足りる検査済証（建築基準法（昭和25年法律第 201号）

第 7 条第 5 項又は第18条第16項の規定による検査済証）の写し

エ 整備前及び整備後のブロック塀等の平面図（ブロック塀等面積を明記したも

の）並びに側面図

（ブロック塀等を増設する場合は、既存ブロック塀等との関係を図面上で明示

すること。）

オ 建物内外主要部分の写真

カ 工事契約金額報告書（別紙）



別紙（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

番 号

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

名 称

代表者 氏 名

（施工業者）

名 称

代表者 氏 名

工事契約金額報告書

発注者（委託者） と請負者（受託者） は、

施設建設工事に係る工事請負契約（設計監理委託契約）を次のとおり締

結し施工するとともに、国庫補助金（交付金）についてもこれに基づき算定したこと

を報告する。

（注）以下の項目についても記載すること。

責任者 職・氏名

作成者 職・氏名

契約年月日 金 額

当初 工事請負契約 年 月 日 金 円

変更（追加）契約 年 月 日 金 円

年 月 日 金 円

設計監理委託契約 年 月 日 金

年 月 日 金 円



様式第16号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

請 求 書（概算払請求書）

金 円

ただし、 年 月 日付け 第 号により補助金の交付の確定（決

定）を受けた社会福祉施設等施設整備事業の補助金として、上記のとおり請求します。

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

所在地

名 称

代表者 氏 名

（市町の場合にあっては、市町長 氏 名 ）

（注）以下の項目についても記載すること。

責任者 職・氏名

作成者 職・氏名



様式第 17号（用紙 日本産業規格Ａ４横型）

社会福祉施設等施設整備費補助金調書

年度 市町名

（注）１ 「市町」の「科目」は、歳入にあっては款項目節を、歳出にあっては款項目をそれぞれ記入すること。
２ 「備考」は、参考となるべき事項を適宜記入すること。

（単位：円）

県 市 町

歳出予算科目 交付決定の額
補
助
率

歳 入 歳 出
備 考

科 目 予算現額 収入済額 科 目 予算現額
左 の う ち
県費補助金
相 当 額

支出済額
左 の う ち
県費補助金
相 当 額

翌年度

繰越額

左 の う ち
県費補助金
相 当 額



様式第18号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

第 号

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

所在地

名 称

代表者 氏 名

（市町の場合にあっては、市町長 氏 名 ）

年 月 日付け 第 号により交付決定を受けた社会福祉施設等

施設整備費補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、関係

書類を添えて下記のとおり報告します。

１ 施設の名称及び種類

２ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第15条の規定

による確定額又は事業実績報告による精算額

金 円

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

（要補助金等返還相当額）

金 円

４ 添付書類

３の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳を確認するための書類（確定

申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料）

（注）以下の項目についても記載すること。

責任者 職・氏名

作成者 職・氏名


